
帝
国
時
代
に
お
け
る
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
支
配
体
制
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副
王
制
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属
国
支
配
・
外
交
一

山

本

孟

帝国時代におけるヒッタイトの支：配体制（山本）

【
要
約
M
　
ヒ
ッ
タ
イ
ト
で
は
王
族
が
国
家
の
申
枢
を
占
め
て
い
た
。
従
来
、
こ
の
国
家
構
造
が
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
歴
史
上
、
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
す
る
説
と

中
王
国
時
代
に
改
革
さ
れ
た
と
す
る
説
が
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
、
変
化
し
た
の
は
国
家
構
造
で
は
な
く
支
配
の
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
古
王
国
時

代
以
来
、
王
室
内
の
権
力
争
い
を
予
防
す
る
た
め
に
、
傍
系
の
王
族
に
対
し
て
領
土
が
分
割
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
加
わ
る
形
で
、
中
王
国
時
代
か
ら
は

誓
約
文
書
に
よ
っ
て
王
族
に
忠
誠
を
誓
わ
せ
る
と
い
う
支
配
方
法
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
帝
国
時
代
の
副
王
制
は
こ
の
二
種
類
の
支
配
方
法
が
実
行

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
よ
く
塗
し
て
い
る
。
王
位
継
承
の
見
込
み
の
な
い
王
子
で
あ
る
副
王
は
辺
境
の
国
を
贈
与
さ
れ
て
懐
柔
さ
れ
た
一
方
、
王
は
彼
ら
に

誓
約
文
書
を
作
成
し
忠
誠
を
誓
わ
せ
て
い
た
。
さ
ら
に
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
が
属
国
あ
る
い
は
諸
大
国
の
支
配
者
に
対
し
て
も
誓
約
文
書
を
作
成
し
、
王
室
間

の
結
婚
に
よ
っ
て
自
身
の
姻
族
に
し
た
こ
と
は
、
こ
の
支
配
方
法
が
属
国
の
支
配
や
外
交
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
穴
巻
四
号
　
二
〇
＝
二
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

紀
元
前
二
千
年
紀
後
半
の
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
は
、
諸
大
国
が
並
び
立
つ
「
多
極
化
し
た
世
界
」

　
　
　
①

で
あ
っ
た
。
勢
力
圏
を
争
っ
て
軍
事
衝
突
が

避
け
ら
れ
な
い
場
面
が
あ
っ
た
一
方
、
大
国
は
「
外
交
」
を
始
め
、
大
規
模
な
直
接
対
決
を
避
け
よ
う
と
尽
力
し
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
自
国

中
心
主
義
の
エ
ジ
プ
ト
や
シ
ュ
メ
ー
ル
時
代
か
ら
の
長
い
伝
統
的
を
も
つ
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
国
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基

（491）工



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

つ
い
た
支
配
原
理
に
従
っ
て
勢
力
下
の
国
々
を
統
治
し
つ
つ
、
大
国
同
士
の
外
交
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
。
紀
元
前
一
七
世
紀
半
ば
よ
り
中
央

ア
ナ
ト
リ
ア
に
謡
っ
た
ヒ
ッ
タ
イ
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
大
国
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
同
じ
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
に
あ
っ
て
も
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
は
エ
ジ

プ
ト
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
世
界
と
は
地
理
的
に
も
文
化
的
に
も
異
な
る
。
そ
の
た
め
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
支
配
体
制
に
関
す
る
本
稿
の
研
究
は
、
こ

の
帝
国
が
自
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
い
か
に
外
交
戦
略
と
調
和
さ
せ
た
か
を
理
解
す
る
も
の
と
し
て
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
国
際
関
係
を
展
望
す

る
新
し
い
視
点
と
な
る
と
考
え
る
。

　
中
央
ア
ナ
ト
リ
ア
を
中
心
に
紀
元
前
一
七
世
紀
半
ば
か
ら
＝
一
世
紀
初
め
ま
で
存
続
し
た
王
国
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
歴
史
は
、
古
王
国
時
代
・
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

王
国
時
代
・
新
王
国
時
代
の
三
つ
に
区
分
さ
れ
る
。
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
一
世
が
中
央
ア
ナ
ト
リ
ア
の
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
ャ
を
都
と
し
て
王
国
を
成
立
さ

せ
た
前
一
七
世
紀
半
ば
か
ら
前
　
六
世
紀
末
ま
で
が
古
王
国
時
代
で
あ
り
、
前
一
六
世
紀
末
の
王
テ
リ
ピ
ヌ
の
治
世
後
か
ら
前
一
四
世
紀
前
半

ば
ま
で
が
中
王
国
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
新
王
国
時
代
は
、
前
一
四
世
紀
半
ば
の
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
の
治
世
か
ら

王
国
が
滅
亡
す
る
一
二
世
紀
初
め
ま
で
を
指
す
。
こ
の
時
代
は
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
が
自
ら
に
服
従
し
た
国
々
を
属
国
と
し
、
西
は
ア
ナ
ト
リ
ア

南
西
部
か
ら
東
は
北
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
と
シ
リ
ア
ま
で
勢
力
下
に
置
い
た
こ
と
か
ら
帝
国
時
代
と
も
呼
ば
れ
る
。
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
は
勢
力
を
拡
大

す
る
中
で
属
国
に
お
い
て
は
服
従
し
た
土
着
の
有
力
者
に
よ
る
支
配
を
許
し
た
一
方
、
本
国
と
属
国
の
間
に
位
置
す
る
国
に
お
い
て
は
王
族
に

同
国
の
支
配
と
近
隣
の
属
国
に
対
す
る
監
督
を
委
ね
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
本
国
の
政
権
か
ら
あ
る
程
度
自
立
し
て
活
動
で
き
た
者
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

こ
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
た
王
族
を
副
王
と
呼
ぶ
も
の
と
す
る
。
つ
ま
り
ヒ
ッ
タ
イ
ト
帝
国
は
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
が
支
配
す
る
本
国
と
、
副
食

が
支
配
す
る
本
国
周
辺
の
国
々
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
に
あ
る
属
国
の
、
大
き
く
三
つ
の
性
質
の
異
な
る
領
域
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

⑥る
。
で
は
、
こ
の
ヒ
ッ
タ
イ
ト
帝
国
は
、
ど
の
よ
う
に
統
合
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
帝
国
時
代
の
支
配
体
制
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
第
一
章
で
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
国
家
構

造
に
関
し
て
対
立
す
る
先
行
研
究
を
ま
と
め
、
こ
の
構
造
が
王
室
内
の
権
力
争
い
を
誘
発
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
第
二
年
置
は
、
そ
の
問
題

を
解
決
す
る
た
め
に
、
傍
系
に
対
す
る
懐
柔
策
と
誓
約
文
書
を
通
じ
た
支
配
と
い
う
二
種
類
の
方
策
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
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帝国時代におけるヒッタイトの支配体制（山本）
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第
三
章
で
は
、
王
と
副
王
と
の
個
別
の
関
係
性
を
実
例
と
し
て
挙
げ

な
が
ら
、
こ
の
二
つ
の
支
配
方
法
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ

た
の
か
を
検
証
す
る
。
最
後
に
第
四
章
で
、
こ
れ
ら
の
支
配
方
法
の

適
用
範
囲
に
つ
い
て
も
検
証
を
加
え
た
い
。

　
な
お
、
本
稿
で
使
用
し
た
文
献
の
略
称
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

無
G
”
》
§
隷
ミ
憲
、
O
、
紺
蕊
S
誌
q
評
ミ
蕊
晦
（
Ω
居
鋤
N
）

』
篭
⑦
警
》
醤
Q
な
N
旨
醤
の
ミ
儀
帖
題
戸
○
口
α
o
鳴

戸
。
、
”
毎
、
言
註
轄
蕊
ミ
勘
逡
｝
軸
凄
謎
ら
隷
袋
ミ
蕊
（
し
d
Φ
「
巨
）

O
弓
国
”
じ
⇔
村
O
O
げ
ρ
国
■
魍
G
9
ミ
N
轟
ミ
帖
織
跨
紺
鞭
紺
防
詮
鎌
一
点
討
勲
勺
ρ
ユ
ρ
一
Φ
刈
一

b
⑦
　
出
．
O
ρ
け
①
同
σ
O
O
擢
．
．
↓
げ
Φ
U
Φ
Φ
α
o
o
O
｛
o
つ
ロ
℃
U
ロ
巳
ぼ
B
P
P
ω
け
O
冠
σ
《

　
　
ぼ
ω
o
Q
O
戸
］
≦
ロ
冠
ω
旨
目
、
．
噛
＼
G
⑦
一
ρ
一
〇
α
◎
膳
H
I
O
Q
o
一
癖
0
1
0
0
0
一
ド
O
一
1
一
ω
ρ

§
り
ゆ
Φ
舞
白
田
層
Ω
‘
輻
計
譜
b
電
ご
ミ
織
誉
ぎ
融
（
b
。
コ
α
Φ
9
鼠
o
p
）
”

　
　
》
に
き
け
ρ
一
⑩
0
9

宝
9
曽
冒
ミ
、
謡
ミ
駄
ミ
鳴
』
§
鳴
、
蹄
繕
遷
O
、
龍
蕊
ミ
N
の
0
9
鳴
電
（
乞
Φ
≦
団
○
村
δ

毯
一
冒
袋
、
鳶
“
N
ミ
O
ミ
蕊
恥
さ
、
ミ
の
ミ
駄
二
物
（
乞
①
毛
口
O
〈
Φ
ε

内
u
d
O
　
漆
畿
魯
諒
、
妻
討
Q
ミ
的
切
曇
織
N
袖
亀
（
い
Φ
昼
N
舐
m
5
α
ゆ
Φ
ユ
冒
）

囚
q
b
d
一
漆
凡
詠
。
諒
＼
ミ
ミ
ミ
ミ
壽
譜
隷
織
ミ
恥
ヒ
ロ
轟
隷
爲
隷
亀
（
じ
u
①
ユ
言
）

○
卜
N
　
O
ミ
恥
醤
ミ
N
蹄
職
逡
隷
恥
卜
凡
慰
ミ
ミ
誌
町
ミ
醤
鴨
（
切
Φ
注
ぼ
）

の
誌
。
↓
一
の
ミ
織
暗
蕊
N
ミ
織
鳴
蕊
し
ロ
督
瀞
亀
－
守
殺
謄
蕊
（
芝
δ
ω
σ
餌
O
Φ
ε
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蟄
切
沁
一
陣
誌
ら
ミ
ミ
鳶
、
》
§
適
ミ
』
ミ
駐
。
譜
ミ
ミ
b
口
帖
ミ
縁
審
鴨
沁
鳴
簿
夏
冬
ミ
ミ
鷺
（
芝
δ
ω
げ
践
窪
V

①
　
小
野
哲
「
第
W
章
　
多
極
化
す
る
世
界
」
魍
歴
史
学
の
現
在
　
古
代
オ
リ
エ
ン

　
ト
㎞
前
田
自
他
、
山
州
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
、
七
一
一
一
〇
三
。

②
紀
元
葡
二
千
年
紀
後
半
の
国
際
関
係
に
つ
い
て
は
ζ
・
豪
く
巽
彗
｛
噂
、
§
譜
鴨

　
ミ
ミ
寄
N
量
器
の
蹄
§
欝
ミ
ミ
皿
山
ミ
N
ミ
沁
鳴
開
知
ミ
嵩
§
導
Q
冬
筒
、
肉
縞
無
ら
鋒
N
毯
O
I
N
N
O
◎

　
勤
Ω
匂
℃
践
＜
ρ
一
〇
〇
〇
を
参
照
の
こ
と
。

③
小
野
哲
、
前
掲
書
、
九
七
－
九
九
。

④
本
稿
で
は
砂
は
昏
の
音
で
表
記
し
て
い
る
。
ヒ
ッ
タ
イ
ト
語
に
お
け
る
0
の

　
音
価
に
つ
い
て
は
、
単
》
．
出
。
穿
興
卿
国
．
ρ
ζ
Φ
ざ
ロ
①
答
’
》
O
ミ
ミ
ミ
N
ミ
駄

　
象
潟
韓
ミ
譜
ト
ミ
軽
へ
§
噌
冒
α
｝
磐
P
8
0
。
。
も
・
ω
。
。
を
参
照
の
こ
と
。

⑤
史
料
上
、
「
二
王
」
と
い
う
称
号
は
存
在
せ
ず
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
副
王
は

　
あ
く
ま
で
び
q
Ω
〉
ド
（
ぎ
鋒
琴
）
「
王
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
同
じ
く
い
q
O
＞
轡

　
と
呼
ば
れ
る
諸
王
（
〈
器
ω
巴
鐵
農
。
。
）
と
区
別
す
る
た
め
に
、
彼
ら
は
、
先
行
研

　
究
に
お
い
て
便
宜
上
「
曲
尽
・
総
督
」
（
≦
O
興
O
《
）
あ
る
い
は
「
皇
太
子
以
外
の

　
王
子
た
ち
の
中
で
土
地
を
与
え
ら
れ
同
地
を
支
配
し
た
王
」
（
碧
避
寒
ゆ
q
Φ
匹
p
ひ
Q
＞

　
と
呼
ば
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
前
者
は
本
国
の
代
理
と
し
て
周
辺
属
国
を
支
配
し
た

　
ア
レ
ッ
ポ
王
や
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
を
指
す
こ
と
が
多
く
胃
．
夘
．
ご
σ
曙
o
ρ
↓
ぎ

　
映
隠
鷺
。
ミ
駄
ミ
恥
ミ
登
鷺
勲
乞
Φ
≦
嘱
。
肘
搾
卜
。
O
O
㎝
縣
、
後
者
は
国
を
与
え
ら
れ
た
傍

　
系
の
王
子
す
べ
て
を
指
す
こ
と
に
な
る
［
写
し
u
Φ
鉾
↓
、
尽
O
蓉
ミ
鶏
勘
。
謡
駄
導
鴨

　
ミ
ミ
慰
韓
ミ
ミ
遷
（
ぼ
遍
三
儀
ミ
ミ
ミ
譜
き
ト
σ
O
）
．
頃
鉱
α
Φ
一
ぴ
Φ
蹟
’
一
㊤
O
b
。
噛
O
P
認
0
1

　
ω
N
ぶ
円
H
ヨ
葛
「
巴
、
、
．
9
①
○
頗
磐
｛
紹
賦
8
9
。
っ
寓
卑
翫
瓜
ω
3
2
ω
叶
9
。
鋤
8
ω
．
、
、
O
甲

　
旨
ミ
。
、
譜
魯
恥
ぎ
導
ミ
魯
隷
§
肉
身
簿
塁
鵠
．
目
窪
伽
q
色
［
①
巳
、
冨
こ
Φ
ρ
一
㊤
Φ
P
薯
’

　
ω
認
1
ω
刈
ω
〕
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
つ
の
用
語
が
明
確
な
基
準
に
基
づ
い
て
使

　
い
分
け
ら
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
帝
国
の
辺
境
支
配
を

　
担
っ
た
同
種
の
特
質
を
も
つ
者
と
し
て
国
家
富
吏
や
田
無
と
明
確
に
区
別
す
る
た

　
め
に
、
＜
8
興
畠
と
巷
O
磐
謬
Φ
国
尽
両
方
の
表
現
に
当
て
は
ま
る
評
す
べ
て
を

　
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
「
副
王
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
じ
ご
①
巴
が
。
・
O
O
鴛
鋤
ぴ
q
Φ

　
鉱
コ
ぴ
q
に
挙
げ
る
イ
シ
ュ
ワ
王
は
、
土
着
の
有
力
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
属
王
と
考

　
え
、
本
稿
で
は
副
王
と
し
て
扱
わ
な
い
。
な
お
本
稿
で
は
、
言
語
の
表
記
と
し
て

　
ヒ
ッ
タ
イ
ト
語
を
小
文
字
斜
体
で
表
し
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
文
書
史
料
に
表
れ
る
シ
ユ

　
メ
ー
ル
語
を
大
文
字
で
、
ア
ッ
カ
ド
語
を
大
文
字
斜
体
で
表
し
て
い
る
。
ま
た
、

　
粘
土
板
の
欠
損
部
分
の
補
い
は
〔
　
〕
で
表
す
。

⑥
O
b
σ
①
葵
ヨ
鐸
、
、
ヨ
母
轟
け
h
8
巴
冨
≦
ぎ
昏
Φ
の
Φ
8
a
屋
滞
嘗
貯
ヨ
”
冨
8

　
u
d
N
g
N
①
〉
伽
q
Φ
、
．
¶
§
な
壁
駄
》
ミ
賊
§
嚇
≧
鴨
ミ
両
黛
恥
器
ミ
ト
貸
§
四
≦
①
ω
け
牙
。
爵

　
［
＄
］
’
い
巴
Φ
ρ
N
8
ω
も
自
①
．
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第
一
章
　
王
族
中
心
の
国
家
構
造

一
　
国
家
構
造
は
変
わ
っ
た
の
か
、
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
か

古
王
国
時
代
の
ヒ
ッ
タ
イ
ト
で
は
、
王
族
が
支
配
者
層
の
中
核
を
成
し
て
お
り
、
こ
の
国
家
構
造
が
王
権
を
不
安
定
に
し
た
。
こ
の
点
に
つ

い
て
先
行
研
究
は
大
筋
で
合
意
し
て
い
る
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
に
は
、
そ
う
い
っ
た
国
家
の
構
造
が
帝
国
時
代
ま
で
基
本
的
に
変
わ
ら
な



帝国時代におけるヒッタイトの支配体制（山本）

か
っ
た
と
す
る
見
解
と
中
王
国
時
代
に
一
定
の
改
革
が
試
み
ら
れ
た
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
囚
δ
お
皿
は
国
家
構
造
を
論
じ
る
中
で
、
王
族
が

古
王
国
時
代
以
来
、
常
に
国
家
の
中
枢
に
お
り
、
血
縁
関
係
の
な
い
属
王
が
治
め
る
国
で
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
支
配
基
盤
が
脆
弱
で
あ
っ
た
と
い

う
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
属
国
に
対
し
て
は
王
族
で
あ
る
副
王
が
ヒ
ッ
タ
イ
ト
と
し
て
の
影
響
力
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と

　
　
　
　
　
①

い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
○
δ
蹟
δ
識
も
、
複
数
の
属
王
が
政
略
結
婚
に
よ
っ
て
王
と
姻
戚
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
を
挙
げ
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
通
じ
て
王
族
を
重
用
す
る
伝
統
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
9
0
お
δ
ユ
は
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
で
は
王
族
が
政
治
的
に
重
要
な

任
務
に
当
た
る
こ
と
が
国
家
の
支
配
に
不
可
欠
な
方
法
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
一
方
、
こ
の
方
法
は
高
位
の
職
に
就
い
た
王
と
血
縁
的
に
近
い

王
族
の
野
心
を
助
長
し
た
た
め
王
室
内
の
権
力
闘
争
が
絶
え
ず
、
王
国
の
安
定
を
揺
る
が
し
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
H
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

冨
田
口
は
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
副
王
制
に
は
特
別
な
不
満
を
も
つ
王
族
に
対
す
る
懐
柔
策
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
と
説
明
し
、
ま
た
古
王
国
時
代

の
王
が
息
子
た
ち
に
征
服
地
の
支
配
を
委
ね
た
事
例
を
挙
げ
て
副
王
制
が
傍
系
の
王
族
に
土
地
を
分
け
与
え
る
と
い
う
従
来
か
ら
の
支
配
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
に
は
王
族
を
支
配
の
中
枢
に
置
く
国
家
構
造
が
あ
り
、
歴
代
の
王
た
ち
は

こ
の
構
造
的
問
題
か
ら
生
じ
る
王
室
内
の
権
力
闘
争
を
最
小
限
に
す
べ
く
傍
系
の
王
族
を
懐
柔
し
、
王
権
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
の

で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
構
造
は
変
化
し
た
と
説
明
す
る
研
究
者
も
い
る
。
℃
①
8
ぼ
。
ぱ
U
巴
亀
は
、
中
王
国
時
代
に
「
イ
シ
ュ
ヒ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ル
（
忌
斡
．
ミ
）
文
書
」
と
呼
ば
れ
る
誓
約
文
書
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
国
家
の
構
造
が
改
革
さ
れ
た
と
主
張
す
る
。
中
王
国
時

代
の
王
は
、
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
に
臣
下
の
義
務
を
規
定
し
忠
誠
を
誓
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
族
の
影
響
力
を
排
除
し
、
王
家
の
出
身
者

で
は
な
い
有
力
者
を
積
極
的
に
臣
下
と
し
て
中
央
集
権
支
配
を
実
現
し
た
と
い
う
。
ま
た
↓
9
。
o
q
α
q
①
撃
O
o
滞
郎
に
よ
れ
ば
、
王
は
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル

文
書
に
よ
る
自
身
と
の
個
人
的
な
結
び
つ
き
を
根
拠
と
し
て
新
た
な
臣
下
を
増
や
し
た
だ
け
で
な
く
、
王
族
を
も
含
め
て
政
治
権
力
を
階
層
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
分
配
し
、
末
端
の
役
人
に
至
る
ま
で
の
明
確
な
指
揮
系
統
を
確
立
し
た
と
い
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
で
は
、
国
家
の
構
造
が
不
変
で
あ
っ
た
と
す
る
説
と
そ
れ
が
あ
る
時
期
に
改
革
さ
れ
た
と
す
る
説
が
あ
る
。
こ
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の
対
立
す
る
議
論
か
ら
は
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
国
家
構
造
が
歴
史
を
通
じ
て
全
く
変
わ
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
完
全
に
変
わ
っ
た
わ

け
で
も
な
い
と
い
う
曖
昧
な
イ
メ
ー
ジ
し
か
得
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
議
論
が
錯
綜
し
て
い
る
原
因
は
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の

支
配
の
あ
り
方
の
変
遷
を
総
合
的
に
判
断
す
る
た
め
の
具
体
的
な
検
証
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
筆
者
と
し
て
は
、
変

化
し
た
の
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
支
配
方
法
で
あ
っ
て
、
匿
①
同
仁
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
結
局
の
と
こ
ろ
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
国
家
構
造
そ
の
も
の
が

変
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
節
節
で
は
、
王
族
中
心
の
国
家
構
造
に
変
化
が
な
か
っ
た
と
理
解
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の

構
造
と
王
位
継
承
基
準
の
曖
昧
さ
が
も
た
ら
す
問
題
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
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二
　
揺
る
ぎ
な
い
国
家
構
造

　
古
王
国
時
代
の
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
一
世
の
王
碑
文
、
い
わ
ゆ
る
「
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
一
世
の
遺
言
（
○
↓
ま
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

集
団
で
あ
る
パ
ン
ク
奪
§
ぎ
－
）
に
結
束
を
呼
び
か
け
る
箇
所
が
あ
る
。

に
は
、
王
が
上
級
の
国
家
官
僚
の

「
あ
な
た
た
ち
パ
ン
ク
が
狼
の
よ
う
に
［
一
つ
］

ム
ル
シ
リ
一
世
）
の
臣
下
た
ち
は
［
一
人
の
母
］

で
あ
る
よ
う
に
。
［
争
い

　
　
　
　
⑧

の
子
供
で
あ
る
。
」

（
？
）
］
は
決
し
て
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
。
彼
（
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
…
世
の
後
継
者

　
こ
の
記
述
は
、
パ
ン
ク
の
構
成
員
が
王
族
で
あ
っ
た
か
、
少
な
く
と
も
彼
ら
が
王
族
の
一
員
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
、
王
族
の

結
束
こ
そ
が
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
一
世
の
治
世
か
ら
王
国
を
安
定
的
に
支
配
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
同
じ
く
古
王
国

時
代
の
王
テ
リ
ピ
ヌ
も
、
い
わ
ゆ
る
「
テ
リ
ピ
ヌ
勅
令
（
O
↓
譲
Φ
）
」
の
中
で
、
よ
り
直
接
的
な
表
現
で
王
族
に
団
結
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

「
将
来
、
私
（
テ
リ
ピ
ヌ
）
の
後
に
王
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
、
彼
の
兄
弟
た
ち
と
彼
の
息
子
た
ち
、
彼
の
姻
族
、
彼
の
氏
族
、
彼
の
軍
隊
が
団
結
す
る
よ



　
⑨

う
に
。
」

　
王
族
の
一
致
団
結
は
、
古
王
国
時
代
の
王
た
ち
に
重
視
さ
れ
て
い
た
。
一
方
で
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
一
世
は
、
同
じ
碑
文
中
で
自
分
の
死
後
に
幼

い
後
継
者
ム
ル
シ
リ
一
世
と
他
の
王
族
た
ち
が
対
立
し
な
い
か
気
に
か
け
て
い
る
。
彼
は
そ
れ
ま
で
に
起
こ
っ
た
王
族
の
陰
謀
を
述
べ
た
上
で
、

ム
ル
シ
リ
一
罪
に
「
我
が
息
子
よ
、
お
前
の
心
に
あ
る
こ
と
に
従
っ
て
行
動
せ
よ
」
と
語
り
か
け
、
王
と
し
て
自
分
の
意
志
で
あ
ら
ゆ
る
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

を
下
す
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
王
族
は
王
と
そ
の
後
継
者
に
対
す
る
潜
在
的
な
脅
威
で
あ
っ
て
、
王
は
王
の
氏
族
の
一
員
と
い
う
連
帯
感
の
下

に
彼
ら
を
団
結
さ
せ
、
自
ら
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
テ
リ
ピ
ヌ
の
治
世
か
ら
約
一
五
〇
年
後
の
帝
国
時
代
の
王
ム
ル
シ
リ
ニ
世
と
ア
レ
ッ
ポ
に
お
け
る
副
王
タ
ル
ミ
・
シ
ャ
ル
マ
の
条
約
に
も
同

じ
よ
う
な
王
の
態
度
が
表
れ
て
い
る
。
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「
余
（
ム
ル
シ
リ
ニ
世
）
、
大
王
は
、
ア
レ
ッ
ポ
王
タ
ル
ミ
・
シ
ャ
ル
マ
を
助
け
る
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
レ
ッ
ポ
王
タ
ル
ミ
・
シ
ャ
ル
マ
は
余
、
大
王
、

ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
を
助
け
る
者
で
あ
れ
。
余
、
ム
ル
シ
リ
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
の
息
子
た
ち
は
タ
ル
ミ
・
シ
ャ
ル
マ
を
助
け
る
者
で
あ
れ
。
そ
し
て
、
タ
ル
ミ
・

シ
ャ
ル
マ
の
息
子
た
ち
は
余
の
息
子
た
ち
を
助
け
る
者
で
あ
れ
。
私
た
ち
は
皆
、
大
王
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
の
子
孫
で
あ
る
。
私
た
ち
の
家
は
～
つ
で
あ

⑪
れ
。
」

　
叔
父
と
甥
の
関
係
に
あ
っ
た
ム
ル
シ
リ
ニ
世
と
副
王
タ
ル
ミ
・
シ
ャ
ル
マ
は
、
岡
じ
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
の
子
孫
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
家
系
が
担
う
王
権
を
互
い
に
守
る
べ
き
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
古
王
国
時
代
の
王
と
同
様
、
ム
ル
シ
リ
ニ
世
も
タ
ル
ミ
・
シ
ャ
ル
マ
に
王

族
と
し
て
の
結
束
を
期
待
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
帝
国
時
代
に
お
い
て
も
な
お
王
族
が
国
家
の
中
枢
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
ム
ル
シ
リ
ニ
世
か
ら
約
五
〇
年
後
の
王
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
便
意
は
、
さ
ω
＞
O
と
呼
ば
れ
る
側
近
た
ち
に
対
し
て
自
分
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⑫

と
自
分
の
子
孫
だ
け
を
王
と
認
め
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

「
ヒ
ッ
タ
イ
ト
は
、
王
の
子
孫
で
満
た
さ
れ
て
い
る
。
ヒ
ッ
タ
イ
ト
に
は
、
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
の
［
子
孫
］
、

孫
、
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
の
［
子
孫
］
が
多
く
い
る
。
あ
な
た
た
ち
は
、
他
の
何
人
の
王
権
も
認
め
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
⑬

王
権
だ
け
を
守
れ
。
」

ム
ル
シ
リ
の
子
孫
、
ム
［
ワ
タ
リ
］
の
子

ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
ヤ
の
孫
と
曾
孫
、
子
孫
の
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こ
の
文
書
は
、
王
が
高
位
の
王
族
の
背
信
を
危
惧
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
、
帝
国
時
代
の
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
も
ま
た
王
族
に
結
束
を
呼
び
か

け
な
が
ら
、
彼
ら
が
中
央
に
反
逆
し
な
い
か
常
に
注
意
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
う
し
た
王
族
に
対
す
る
警
戒
感
は
、
王
位
継
承
に
関
し
て
王
と
皇
太
子
以
外
の
多
数
の
王
族
が
か
な
り
の
不
満
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
原

因
が
あ
る
だ
ろ
う
。
王
位
継
承
順
位
を
定
め
て
い
る
「
テ
リ
ピ
ヌ
勅
令
」
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
は
ま
ず
女
王
か
ら
生
ま
れ
た
第
一
位
の

息
子
の
中
か
ら
後
継
者
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
第
一
位
の
息
子
が
い
な
い
か
適
任
者
が
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
は
側
室
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

息
子
、
そ
れ
さ
え
も
い
な
け
れ
ば
第
一
位
の
娘
の
夫
、
す
な
わ
ち
王
の
義
理
の
息
子
に
継
承
権
が
及
ぶ
。
こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
で
は
必

ず
し
も
長
子
が
王
位
を
継
承
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
帝
国
時
代
に
限
っ
て
み
て
も
王
が
治
世
の
初
期
に
後
継
者
指
名
を
せ
ず
死
去
し
た

場
合
、
王
の
息
子
で
は
な
く
王
の
兄
弟
が
王
位
を
継
承
し
た
例
外
が
二
例
あ
り
、
後
継
者
が
常
に
こ
の
原
則
に
従
っ
て
選
ば
れ
た
わ
け
で
も
な

臆
・
さ
ら
に
い
え
ば
・
テ
リ
ピ
ヌ
勅
令
が
伝
え
て
い
る
よ
う
に
テ
リ
ピ
ヌ
治
世
以
前
に
は
王
位
継
承
を
争
っ
て
王
室
内
で
暗
殺
が
繰
り
返
さ
れ

て
い
た
し
、
帝
国
時
代
に
お
い
て
も
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
慢
や
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世
は
前
任
の
王
を
退
け
て
王
位
に
就
い
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
王
位
継
承
に
関
し
て
王
は
自
ら
の
息
子
た
ち
の
中
か
ら
後
継
者
を
選
ぶ
権
利
を
膚
し
て
い
た
。
ま
た
王
が
継

承
者
を
指
名
せ
ず
に
死
去
し
た
場
合
に
は
、
例
外
的
に
王
の
兄
弟
に
よ
る
王
位
継
承
も
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
は
王
位
纂
奪
も
相
次
い
だ
。
そ
の

た
め
、
王
は
王
位
を
継
承
し
な
い
息
子
や
兄
弟
に
対
し
て
自
身
と
後
継
者
の
王
位
を
正
当
化
す
る
の
が
難
し
か
っ
た
、
あ
る
い
は
正
当
性
を
証
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明
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
他
の
王
族
の
不
満
を
増
大
さ
せ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
王
位
継
承
に
お
け
る
制
度
上
の
曖
昧
さ
が
、
王
族
た
ち
に
不
満
を
も

た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
王
と
血
縁
の
近
い
王
族
た
ち
は
、
王
位
を
継
承
す
る
可
能
性
が
あ
り
な
が
ら
現
職
の
王
に
排
除
さ
れ
、

自
分
の
家
系
を
傍
系
に
格
下
げ
さ
れ
た
と
い
う
不
満
を
も
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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シ
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世
が
そ
の
二
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
章
　
伝
統
的
な
支
配
方
法
と
新
し
い
支
配
方
法

　
古
王
国
時
代
か
ら
帝
国
時
代
に
い
た
る
ま
で
、
王
族
が
国
家
の
重
要
な
役
職
に
就
く
と
い
う
基
本
的
な
構
造
自
体
は
変
化
し
な
か
っ
た
。
そ

の
た
め
、
王
は
常
に
王
族
に
自
ら
の
王
権
の
正
当
性
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
努
め
、
不
満
を
も
ち
う
る
王
族
を
懐
柔
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　
本
章
で
は
ま
ず
、
古
王
国
時
代
以
来
、
傍
系
王
族
に
対
す
る
懐
柔
策
が
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
か
め
る
。
次
に
、
中
王
国
時
代
の
イ
シ

ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
を
用
い
た
支
配
方
法
を
考
察
し
、
こ
の
文
書
が
王
族
申
心
の
国
家
構
造
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
点
を
明
ら
か

に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
　
傍
系
へ
の
土
地
贈
与

　
傍
系
の
王
族
た
ち
に
対
し
土
地
を
贈
与
し
懐
柔
す
る
と
い
う
政
策
は
、
古
王
国
時
代
か
ら
帝
国
時
代
ま
で
基
本
的
に
共
通
し
て
い
る
。
古
王

国
時
代
の
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
一
世
の
治
世
を
語
る
「
テ
リ
ピ
ヌ
勅
令
」
の
一
節
は
、
王
位
継
承
の
見
込
み
の
な
い
王
子
た
ち
に
征
服
地
を
与
え
る

と
い
う
王
の
配
慮
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

「
彼
（
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
｝
世
）
は
国
々
を
次
々
に
滅
ぼ
し
、
国
々
を
無
力
に
し
た
。
彼
は
海
を
境
界
と
し
た
。
彼
が
遠
征
か
ら
帰
還
す
る
た
び
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

子
た
ち
が
そ
の
国
々
へ
行
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
の
統
治
下
で
そ
れ
ら
の
偉
大
な
る
町
々
は
繁
栄
し
た
。
」

彼
の
息

こ
の
よ
う
に
後
継
者
指
名
さ
れ
な
い
王
子
が
征
服
地
に
派
遣
さ
れ
同
地
を
支
配
す
る
と
い
う
慣
例
は
古
王
国
時
代
か
ら
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
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る
。
さ
ら
に
中
王
国
時
代
の
王
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
一
世
は
、
息
子
カ
ン
ト
ゥ
ッ
ジ
リ
を
神
官
と
し
て
新
た
に
併
合
し
た
キ
ズ
ワ
ト
ナ
に
派
遣
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

事
実
上
同
国
を
統
治
さ
せ
た
。
な
お
、
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
一
世
は
、
の
ち
に
後
継
者
と
な
る
ア
ル
ヌ
ワ
ン
ダ
一
世
と
共
同
統
治
を
行
っ
て
い
る

の
で
、
カ
ン
ト
ゥ
ッ
ジ
リ
は
王
位
を
継
承
す
る
予
定
の
な
い
王
子
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
傍
系
の
王
族
に
土
地
を
贈
与
す
る
慣
例
は
古
王

国
時
代
以
来
続
い
て
お
り
、
一
種
の
制
度
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　
帝
国
時
代
に
王
が
各
地
に
副
王
を
任
命
し
た
こ
と
も
こ
の
慣
例
に
従
っ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
は

皇
太
子
ア
ル
ヌ
ワ
ン
ダ
以
外
の
息
子
テ
リ
ピ
ヌ
と
ピ
ヤ
ッ
シ
リ
を
そ
れ
ぞ
れ
ア
レ
ッ
ポ
と
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
の
王
と
し
、
ま
た
ム
ワ
タ
リ
上
世
は

兄
弟
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
を
バ
ク
ピ
シ
ュ
王
と
し
た
よ
う
に
帝
国
の
周
辺
国
を
与
え
ら
れ
た
の
は
王
位
を
継
承
し
な
い
王
子
た
ち
だ
け
で
あ
る
。
こ

の
帝
国
時
代
の
政
策
は
、
王
位
継
承
に
不
満
を
も
つ
王
子
た
ち
を
な
だ
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
王
の
意
図
は
古
王
国
時
代
以
来

一
貫
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
建
国
以
来
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
は
皇
太
子
以
外
の
王
子
と
そ
の
家
系
の
者
の
不
満
を
抑
え
る
た
め
に
征
服
地
も
し
く

は
辺
境
の
国
を
与
え
、
統
治
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
ヒ
ッ
タ
イ
ト
で
は
、
王
位
後
継
者
の
指
名
が
王
の
裁
量
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
例
外
が
既
成
事
実
化
し
て
い
た
。
こ

う
し
た
状
況
下
で
、
王
族
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
王
が
代
わ
る
度
に
組
み
替
え
ら
れ
複
雑
化
し
、
後
継
者
以
外
の
傍
系
の
王
族
の
中
に
は
強
い
不

満
も
つ
者
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
現
職
の
王
の
権
力
基
盤
は
常
に
不
安
定
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
こ
で
、
古
王
国
時
代
以
来
、

王
族
の
不
満
を
懐
柔
す
る
策
と
し
て
王
族
へ
土
地
を
贈
与
す
る
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
。
帝
国
時
代
に
、
傍
系
氏
族
に
領
土
の
一
部
を
割

譲
し
た
副
王
制
は
、
ま
さ
に
こ
の
伝
統
に
則
っ
た
制
度
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
傍
系
の
王
族
た
ち
は
単
に
懐
柔
さ
れ
、
与
え
ら
れ
た
土
地
を
中

央
か
ら
独
立
し
て
支
配
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

ニ
　
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
に
よ
る
新
し
い
支
配
方
法

中
王
国
時
代
の
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
は
、
臣
下
に
自
身
の
権
限
を
委
譲
す
る
た
め
の
法
的
手
段
と
し
て
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
と
呼
ば
れ
る
誓
約
文
書
を
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作
成
し
始
め
た
。
先
述
の
通
り
℃
①
8
臣
。
目
○
巴
鼠
は
、
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
の
作
成
に
よ
っ
て
従
来
の
国
家
構
造
が
変
化
し
た
と
い
う
見
解

を
示
し
て
い
る
。
確
か
に
り
①
8
臨
。
犀
U
巴
融
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
中
央
集
権
的
な
体
制
を
確
立
す

る
の
に
不
可
欠
な
手
段
で
あ
っ
て
、
帝
国
時
代
に
お
け
る
支
配
の
あ
り
方
は
こ
の
文
書
を
抜
き
に
し
て
説
明
で
き
な
い
。
し
か
し
、
イ
シ
ュ
ヒ

ウ
ル
文
書
に
は
、
国
家
の
構
造
を
根
本
的
に
変
革
す
る
の
で
は
な
く
、
傍
系
王
族
に
対
す
る
懐
柔
策
を
補
強
し
、
従
来
の
構
造
的
問
題
を
解
決

す
る
手
段
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
に
は
、
王
と
王
族
と
の
間
に
法
的
な
関
係
性
を
確
立
す
る
こ
と
で
、
王
族

に
よ
る
辺
境
支
配
が
無
条
件
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
目
的
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
を
用
い
た
支
配
方
法

と
そ
れ
が
王
と
傍
系
王
族
の
関
係
に
い
か
に
影
響
を
与
え
た
か
を
考
察
す
る
。

二
一
㎜
　
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書

　
神
々
の
代
行
者
と
し
て
全
土
の
所
有
権
と
支
配
権
を
有
し
た
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
は
、
さ
ら
に
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
を
作
成
し
て
、
そ
の
権
能
を

臣
下
に
分
配
す
る
こ
と
で
全
領
土
の
支
配
を
行
わ
せ
た
。
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
と
は
臣
下
の
義
務
を
規
定
し
た
文
書
で
、
王
の
即
位
時
や
、
臣

下
を
あ
る
役
職
に
任
命
す
る
と
き
に
発
行
さ
れ
、
こ
の
文
書
を
受
け
取
っ
た
者
は
王
の
権
能
の
一
部
を
分
け
与
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
職
務
の

遂
行
と
王
に
対
す
る
忠
誠
を
誓
っ
た
。
こ
う
し
た
過
程
を
経
て
、
神
々
の
世
界
か
ら
地
上
の
世
界
に
至
る
、
神
・
王
・
臣
下
と
い
う
権
能
分
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
構
築
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
憂
き
ミ
㍗
と
い
う
語
は
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
語
で
「
結
び
つ
き
」
を
表
し
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
「
結
び
つ
き
を
創
造
す
る
文
書
」
自
体
も
指
す
。

そ
の
意
味
で
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
は
、
義
務
と
忠
誠
の
誓
い
（
ミ
§
ご
を
立
て
、
王
と
臣
下
の
個
人
的
な
結
び
つ
き
を
創
り
出
す
文
書
す
べ

て
を
含
む
。
今
日
我
々
は
研
究
の
便
宜
上
、
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
を
国
家
官
吏
に
対
す
る
職
務
規
定
、
条
約
、
王
の
布
告
な
ど
に
細
分
し
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
人
々
に
と
っ
て
は
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
と
い
う
同
種
の
文
書
と
見
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
中
王
国
時
代
に
成
立
し
た
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
は
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
行
政
改
革
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
℃
①
8
臣
。
臨
U
巴
融
に
よ
れ
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帝国時代におけるヒッタイトの支配体制（山本）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ば
、
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
は
古
王
国
時
代
か
ら
す
で
に
存
在
し
て
い
た
誓
い
の
伝
統
を
基
に
し
て
い
る
。
中
王
国
時
代
の
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
、
と

く
に
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
一
世
や
ア
ル
ヌ
ワ
ン
ダ
一
世
は
、
こ
の
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
を
用
い
て
複
雑
化
し
た
行
政
を
円
滑
に
行
う
よ
う
国
家
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

政
を
改
革
し
、
中
央
集
権
的
に
全
土
を
支
配
す
る
仕
組
み
を
作
り
上
げ
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
こ
そ
が
の
ち
に
ヒ
ッ
タ
イ
ト
が
帝
国
と
な
る
基
礎

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
帝
国
時
代
に
な
る
と
、
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
は
さ
ら
に
、
副
書
や
属
王
、
諸
外
国
と
も
締
結
さ
れ
る
「
（
国
際
）

条
約
」
と
し
て
も
使
用
さ
れ
、
辺
境
支
配
の
手
段
で
あ
る
と
と
も
に
外
交
手
段
に
も
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
勺
8
0
臣
9
U
9
。
α
象
は
、
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
が
あ
ら
ゆ
る
国
家
官
吏
に
対
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
、
王
が
多
く
の
王
家
出
身

で
は
な
い
者
と
主
従
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
可
能
に
し
、
全
領
土
に
お
け
る
支
配
の
中
央
集
権
化
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
ヒ
ッ

タ
イ
ト
王
が
服
従
し
た
各
童
心
と
条
約
、
つ
ま
り
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
種
の
文
書
に
そ
う
い
っ
た
役
割
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

つ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
。
た
だ
し
、
王
と
副
王
の
条
約
が
存
在
す
る
よ
う
に
、
王
族
も
ま
た
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
こ
の

事
実
は
、
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
が
決
し
て
中
央
に
お
け
る
王
族
の
影
響
力
を
排
除
す
る
目
的
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

二
一
二
　
条

約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
王
と
王
族
と
の
条
約
文
書
の
性
格
を
考
え
る
と
、
王
族
に
対
す
る
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
の
役
割
が
明
ら
か
に
な
る
。
条
約
と
分
類
さ
れ
る
の

は
、
臣
下
の
副
王
や
属
王
、
さ
ら
に
は
エ
ジ
プ
ト
を
は
じ
め
と
す
る
対
等
な
諸
大
国
の
王
と
も
結
ば
れ
た
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
で
あ
る
。

囚
○
δ
㎝
8
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
条
約
を
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
と
対
等
と
見
な
さ
れ
る
大
王
と
の
「
対
等
条
約
」
と
、
そ
の
他
の
支
配
者
と
の
「
宗
主

　
　
　
　
　
　
　
⑨

権
条
約
」
に
大
別
し
、
彼
以
降
の
研
究
者
も
こ
の
見
解
を
基
本
的
に
踏
襲
し
て
い
る
。
対
等
条
約
と
は
、
締
結
者
同
士
が
神
の
名
の
下
に
誓
い

合
い
、
相
互
に
義
務
を
課
し
合
う
双
務
の
条
約
で
あ
る
。
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世
と
エ
ジ
プ
ト
の
フ
ァ
ラ
オ
、
ラ
ム
セ
ス
ニ
世
と
の
間
で
結
ば
れ

た
有
名
な
条
約
や
、
中
王
国
時
代
に
結
ば
れ
た
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
と
キ
ズ
ワ
ト
ナ
王
と
の
条
約
、
あ
る
い
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
一
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世
と
エ
ジ
プ
ト
の
ア
メ
ン
ホ
テ
プ
毒
と
の
条
約
が
こ
れ
に
含
ま
れ
勧
・
宗
王
権
条
約
と
は
・
ヒ
ッ
タ
イ
圭
が
誉
者
に
霧
を
課
す
片
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

的
な
条
約
で
あ
り
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
と
副
王
あ
る
い
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
と
属
王
と
の
条
約
が
含
ま
れ
る
。
た
だ
し
、
父
王
と
黒
髪
の
条
約
は
同

じ
宗
主
権
条
約
に
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
内
容
と
形
式
に
お
い
て
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

国
Φ
ヨ
ω
o
冨
Φ
錠
Φ
圏
と
∪
Φ
〈
①
o
o
罠
は
、
副
王
タ
ル
ミ
・
シ
ャ
ル
マ
条
約
や
副
王
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
王
の
条
約
は
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
高
官
た
ち
の

名
前
が
証
人
と
し
て
リ
ス
ト
化
さ
れ
て
い
る
点
と
国
境
を
規
定
す
る
条
項
が
あ
る
点
で
属
王
の
条
約
と
異
な
り
、
こ
れ
ら
は
む
し
ろ
「
土
地
贈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

与
証
書
」
に
類
似
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
あ
る
い
は
く
。
⇔
ω
o
げ
巳
費
は
、
副
王
の
条
約
を
「
次
子
相
続
文
書
」
と
呼
び
、
副
王
位
が
世
襲
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

れ
る
と
き
に
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
が
断
し
い
副
書
に
前
任
者
の
王
権
を
追
認
す
る
た
め
の
相
続
文
書
と
考
え
た
。

　
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
副
王
の
条
約
と
属
王
の
条
約
で
は
、
そ
の
作
成
に
あ
た
っ
て
王
に
異
な
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
だ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

う
。
条
約
の
中
で
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
が
属
王
を
「
奴
隷
・
臣
下
」
（
弟
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
言
及
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
副
王
を
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
こ
と
は
な

い
よ
う
に
、
主
従
関
係
を
確
立
す
る
た
め
の
属
王
の
条
約
と
は
異
な
り
、
副
馬
の
条
約
に
は
彼
ら
の
支
配
権
と
そ
の
継
承
を
確
認
す
る
と
い
う

目
的
が
あ
る
。
o
ご
受
8
は
、
土
地
贈
与
文
書
の
目
的
に
つ
い
て
、
王
が
さ
ま
ざ
ま
な
階
級
の
役
人
に
報
酬
と
し
て
か
、
あ
る
い
は
忠
誠
を
誓
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

せ
る
手
段
と
し
て
作
成
し
た
と
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
副
王
の
条
約
は
、
土
地
の
所
有
権
と
支
配
権
を
譲
渡
す
る
見
返
り
に
忠
誠
を
誓
わ
せ

る
た
め
に
作
ら
れ
た
点
で
、
土
地
贈
与
文
書
の
作
成
目
的
と
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
王
の
意
図
が
多
少
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
副
王
の
条
約
も
属
王
の
条
約
も
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
で
あ
る
以
上
、
そ
の
根
本
的
な

意
義
は
大
き
く
違
わ
な
い
。
す
べ
て
の
条
約
は
、
そ
こ
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
と
王
へ
の
忠
誠
を
誓
う
こ
と
で
、
王
と
臣
下
の
個
人
的
な
結
び
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

き
を
公
的
に
確
立
す
る
文
書
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
条
約
に
お
い
て
、
蘇
州
は
王
族
と
し
て
の
結
束
と
傍
系
氏
族
と
し
て
の
王
に
対
す
る
忠
心
を

誓
い
、
翠
蓋
は
自
ら
の
従
属
を
認
め
て
王
へ
の
絶
対
的
な
服
従
を
誓
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
条
約
の
意
義
は
対
等
条
約
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
。
対
等
条
約
を
締
結
し
た
大
王
た
ち
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
の
臣
下
と
は
言
え
な
い
が
、
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
を
与
え
ら
れ
て
い

る
限
り
、
彼
ら
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
と
の
個
人
的
な
結
び
つ
き
を
も
つ
者
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
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帝国時代におけるヒッタイトの支配体制（山本）

　
こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
は
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
を
用
い
て
権
能
の
一
部
を
臣
下
に
分
配
し
、
忠
誠
の
誓
い
を
立
て
さ
せ
る
こ
と
で
中

央
集
権
的
な
支
配
を
確
立
し
た
。
こ
の
点
で
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
は
、
従
来
の
支
配
の
あ
り
方
を
変
え
た
。
し
か
し
、
帝
国
時
代
に
副
賞
の
条

約
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
、
王
族
と
も
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
が
結
ば
れ
て
い
る
事
実
は
中
王
国
時
代
以
降
に
お
い
て
も
な
お
王
族
が
国
家
の

指
導
的
立
場
に
あ
る
構
造
自
体
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
中
王
国
時
代
以
降
も
王
室
内
の
権
力
争
い
に
歯
止
め
が
か

か
っ
て
い
な
い
点
や
、
帝
国
時
代
に
多
く
の
属
王
が
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
の
親
戚
と
な
っ
て
い
る
点
も
そ
れ
を
裏
付
け
る
。
副
耳
の
条
約
を
考
え
れ

ば
む
し
ろ
、
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
に
は
国
を
分
け
与
え
ら
れ
た
副
王
を
法
的
に
拘
束
し
、
王
と
彼
ら
の
精
神
的
な
結
び
つ
き
を
強
め
る
意
義
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
帝
国
時
代
の
辺
境
支
配
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
な
懐
柔
策
と
し
て
の
傍
系
へ
の
土
地
贈
与
と

イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
に
よ
る
誓
約
と
い
う
二
つ
の
支
配
方
法
が
同
時
に
適
用
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
第
三
章
と
第
四
章
で
は
、
王
と
副
王
あ

る
い
は
王
と
属
王
の
関
係
性
を
考
察
し
、
帝
国
時
代
の
支
配
体
制
が
こ
の
二
つ
の
支
配
方
法
が
相
互
に
補
完
し
合
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

①
映
じ
σ
。
ω
油
＋
酷
し
d
。
裏
切
＋
囚
し
u
。
ま
。
。
早
場
じ
σ
。
巳
袖
H
｝
ω
山
O
．

②
［
カ
ン
ト
ゥ
ッ
ジ
リ
は
［
キ
ズ
ワ
］
ト
ナ
の
テ
シ
ュ
ブ
神
と
ヘ
バ
ト
神
の
神
官
に

　
さ
れ
た
。
」
（
図
d
じ
U
峯
b
。
N
H
b
。
一
艸
）
。
ω
Φ
9
。
一
は
カ
ン
ト
ゥ
ッ
ジ
リ
を
ア
ル
ヌ
ワ
ン
ダ

　
一
世
の
息
子
と
考
え
て
い
る
［
ガ
．
ゆ
Φ
角
髪
鴨
O
§
ミ
砺
ミ
ご
噛
N
駄
ミ
恥
ミ
ミ
譜

　
§
副
ミ
遷
（
寄
逡
欝
職
ミ
ミ
ミ
貯
き
ト
⊃
9
．
口
虫
α
2
げ
興
㎎
6
ゆ
ト
。
も
し
。
卜
。
ρ
］
。
い
ず
れ
に

　
せ
よ
、
カ
ン
ト
ゥ
ッ
ジ
リ
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
子
で
あ
り
、
帝
国
時
代
に
先
行
し
て

　
題
詩
と
な
っ
た
最
初
の
例
と
考
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

③
6
謎
o
q
効
同
6
魯
窪
が
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
話
の
意
義
と
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

　
る
神
・
大
王
・
臣
下
の
階
層
構
造
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
［
〉
．
↓
Q
α
q
ゆ
q
①
雫

　
O
o
ず
①
ρ
．
．
じ
d
8
薫
別
8
q
§
§
導
臼
。
郎
庫
頃
同
三
六
帖
窯
帖
ミ
器
①
×
鋤
ヨ
ぎ
Φ
α
．
．
噌
一
心
ミ
偽
冒
恥
一

　
ミ
§
§
、
N
§
”
0
一
．
b
o
O
一
一
’
℃
ロ
ム
①
一
ム
○
。
⑳
］

④
旨
勺
塞
く
憎
き
冒
爵
肉
電
ミ
ミ
轟
㍉
8
N
象
9
§
ミ
厚
く
。
茜
、
6
G
。
心
も
O
ム
O
O
ム
O
ピ

⑤
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
の
成
立
と
誓
い
の
文
書
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
国

　
勺
Φ
8
三
〇
＝
U
卸
α
9
、
、
〉
．
三
①
≦
．
ぎ
。
ゆ
時
⊆
O
自
O
コ
酔
0
5
》
「
ロ
瓢
妻
鯖
5
血
蝉
H
．
．
．
9
、
§

　
》
ミ
ミ
N
凡
ミ
≧
N
ミ
ミ
§
、
の
ミ
ミ
題
℃
ミ
題
ミ
ミ
貯
さ
6
ミ
、
愚
ぎ
§
ミ
鳴
O
象
㍗

　
し
・
§
安
藝
融
ミ
し
口
賊
§
織
§
↓
↓
鍵
碧
冨
［
①
9
芝
p
。
智
器
ヨ
ト
。
O
O
N
亭
卜
。
0
マ

　
ト
⊃
①
鉾
を
参
照
の
こ
と
。

⑥
陣
烹
縣
．
も
。
．
卜
。
①
マ
ト
。
①
G
。
．

⑦
国
冒
g
鑓
9
．
．
9
Φ
9
窃
q
き
鐙
9
コ
α
Φ
。
。
頃
Φ
け
げ
三
ω
魯
雪
空
き
8
ω
．
．
、
O
寧

　
8
ミ
さ
欝
譜
恥
ぎ
ミ
ミ
リ
簿
軸
隷
沁
町
簿
舞
目
測
魯
ゆ
q
①
二
Φ
＆
．
ド
Φ
置
①
ロ
、
一
〇
8
■
O
P

　
ω
①
α
一
ω
刈
b
⊃
．

⑧
本
稿
で
条
約
と
称
す
る
文
書
は
、
必
ず
し
も
現
代
的
な
意
味
で
の
条
約
と
は
異

　
な
り
、
締
結
者
が
神
々
の
前
で
誓
い
を
立
て
る
イ
シ
ユ
ヒ
ウ
ル
文
雷
で
あ
る
点
で

　
誓
約
と
言
っ
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
従
来
の
研
究
の
慣
例
に
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従
い
、
便
宜
上
「
条
約
」
と
呼
ぶ
。

⑨
＜
．
閤
0
8
誰
ρ
ミ
妹
ミ
欺
笥
ぎ
⑦
ミ
霧
長
喜
醤
㌔
蛭
謡
し
ロ
ミ
謹
震
帖
㌔
ミ
こ
N
ミ
㍗

　
再
審
§
§
＼
琳
§
斡
い
Φ
督
N
軽
お
ω
ピ
大
王
に
つ
い
て
は
第
四
章
第
二
節
を
参
照

　
の
こ
と
。

⑩
〉
．
≧
§
貸
．
．
国
。
妻
ζ
き
《
醇
墜
下
寓
。
。
鳥
ぼ
8
ω
疑
蜂
巴
冨
讐
Φ
＞
a
Φ
再

　
翼
Φ
震
国
p
。
雪
哩
．
魍
穿
寒
、
ミ
欺
ミ
ー
⑦
ミ
ミ
題
。
隷
導
鴨
ミ
ミ
添
物
ミ
ミ
導
竃
、

　
〉
貯
蒔
ま
寒
誌
§
き
謹
ミ
駄
ミ
篭
目
ミ
9
日
量
き
（
⑦
誌
0
8
ヨ
）
層
｝
．
い
．
窯
籠
霞

　
【
Φ
P
｝
妻
蕾
び
巴
Φ
鐸
卜
。
O
一
ρ
U
’
§
ロ
．
b
。
を
参
照
の
こ
と
。
中
王
国
時
代
の
ヒ
ッ
タ

　
イ
ト
王
と
キ
ズ
ワ
ト
ナ
王
と
の
条
約
を
対
等
条
約
に
含
め
る
の
は
、
当
時
キ
ズ
ワ

　
ト
ナ
が
ヒ
ッ
タ
イ
ト
に
併
合
さ
れ
る
前
で
あ
り
、
対
等
な
国
家
と
見
な
し
え
る
か

　
ら
で
あ
る
。

⑪
置
島
‘
o
．
b
。
Φ
噂
声
傘
を
参
照
の
こ
と
。

⑫
宍
・
溶
空
Φ
ヨ
ω
。
ぎ
Φ
錠
①
B
、
．
9
Φ
軍
事
三
。
。
魯
象
冨
巳
の
。
冨
⇒
ざ
農
甲

　
¢
美
§
山
号
．
．
・
ミ
妹
ミ
N
§
題
醤
譜
動
奪
蒔
肥
ミ
討
蕊
、
O
識
§
さ
誘
審
ミ
郵
◎
同
8
Q
。
噛

　
燭
や
ω
b
。
甲
ω
G
。
ド
∪
①
く
Φ
o
o
箕
岡
‘
、
、
．
を
①
霞
Φ
田
口
α
Φ
。
・
o
①
轟
き
箭
。
｛
ω
奏
覧
艮
貯
ヨ
鋼

　
9
Φ
鉾
鋭
貯
ぴ
q
．
．
日
竃
≧
①
署
。
↓
話
鋤
蔓
菊
Φ
0
8
ω
置
興
巴
、
．
．
b
譜
春
鳶
魯
偽

　
O
識
§
盆
心
ρ
卜
。
O
H
ρ
忌
．
マ
ト
。
N

⑬
¢
＜
窪
ω
粘
気
押
、
．
ω
欝
再
ω
く
興
嘗
摺
Φ
¢
邑
O
o
評
鳳
臼
Φ
簿
①
鵠
Φ
9
瓜
ω
9
撃

　
菊
①
o
馨
ω
．
、
．
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
譜
魯
誘
き
ミ
㊧
O
．
乏
泣
ω
Φ
ユ
①
9
¶
≦
δ
。
。
σ
巴
①
戸
一
⑩
O
N

　
O
O
．
ω
令
し
月
ω
．

⑭
条
約
の
中
で
属
王
を
（
囲
図
）
と
呼
ぶ
例
を
数
例
挙
げ
る
。
「
『
私
（
ヌ
ハ
ッ
シ

　
王
テ
ッ
テ
）
は
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
（
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
）
の
臣
下
（
ε

　
舅
き
臼
）
で
あ
る
。
』
」
（
剛
（
剛
W
O
H
’
癖
O
び
く
．
刈
l
Q
Q
．
）
。
門
私
（
ム
ル
シ
リ
ニ
世
）
は
［
あ

　
な
た
（
図
工
河
国
王
マ
ナ
パ
タ
ル
フ
ン
タ
）
を
｝
臣
下
と
し
て
（
貯
－
雪
－
巴
）
取

　
る
。
」
（
剛
（
¢
じ
σ
一
㊤
．
蒔
㊤
　
O
σ
＜
■
　
切
O
．
）
。
「
門
あ
な
た
ク
パ
ン
タ
・
］
ク
ル
ン
タ
（
ミ
ラ

　
王
）
は
余
（
ム
ル
シ
り
二
世
）
の
臣
下
（
労
力
）
で
あ
る
。
偏
（
囚
d
し
U
一
〇
．
総
H
く
輿
）

⑮
↓
．
園
．
し
u
蔓
8
↓
書
ミ
躇
織
ミ
㌔
軸
駄
ミ
鴨
顛
ミ
虜
噂
Z
①
≦
ぎ
芽
卜
。
8
切
も
』
ρ

⑯
℃
8
0
江
呂
∪
巴
鼠
は
、
証
人
た
ち
の
前
で
読
み
上
げ
ら
れ
締
結
者
が
そ
れ
に

　
逆
ら
え
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
点
で
、
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
に
は
政
治
的
に
非
常
に

　
重
要
な
役
割
が
あ
っ
た
と
説
明
す
る
［
国
℃
①
o
o
ぼ
。
出
O
巴
9
．
．
∪
搭
日
簿
ω
7

　
首
鼠
け
一
。
・
9
8
誓
ご
一
円
Φ
鱒
Φ
．
．
。
》
＆
ω
卜
。
』
8
Φ
も
9
b
。
。
。
出
。
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第
三
章
副

王

制

　
副
王
制
は
、
傍
系
王
族
に
対
す
る
土
地
贈
与
と
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
の
作
成
と
い
う
二
つ
の
支
配
方
法
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
。
副
王

に
任
命
さ
れ
た
者
は
、
王
位
継
承
に
不
満
を
持
ち
う
る
傍
系
の
王
族
で
あ
り
、
彼
ら
は
領
土
を
割
譲
さ
れ
る
こ
と
で
懐
柔
さ
れ
た
。
同
時
に
、

王
と
道
心
の
間
に
結
ば
れ
た
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
に
は
両
者
の
結
び
つ
き
を
確
か
な
も
の
に
し
、
心
々
の
忠
誠
を
保
つ
働
き
が
あ
っ
た
。
本
章

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
副
王
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
実
際
に
副
王
制
が
そ
う
い
っ
た
支
配
方
法
に
従
っ
て
い
る
か
を
検
証
す
る
。
以
下
に
、
キ
ズ

ワ
ト
ナ
神
官
・
ア
レ
ッ
ポ
王
・
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
・
バ
ク
ピ
シ
ュ
王
・
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
王
・
ト
ゥ
マ
ン
ナ
王
の
事
例
に
つ
い
て
時
代
を
追



っ
て
ま
と
め
る
（
表
一
参
照
）
。

帝国時代におけるヒッタイトの支配体制（山本）

副
王
の
任
命
・
継
敷
・
地
位
・
役
割

　
紀
元
前
一
四
世
紀
半
ば
、
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
は
そ
れ
ま
で
中
央
ア
ナ
ト
リ
ア
の
ク
ズ
ル
ウ
ル
マ
ク
河
の
内
側
に
限
定
さ
れ
て
い
た
ヒ

ッ
タ
イ
ト
王
国
の
領
土
を
そ
の
外
側
へ
拡
大
し
た
。
ま
ず
、
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
は
北
シ
リ
ア
へ
進
出
す
る
準
備
段
階
と
し
て
本
国
と
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

シ
リ
ア
を
結
ぶ
戦
略
的
に
重
要
な
都
市
で
あ
る
ア
ナ
ト
リ
ア
南
部
の
キ
ズ
ワ
ト
ナ
に
お
い
て
息
子
テ
リ
ピ
ヌ
を
神
官
に
任
命
し
た
。
こ
の
任
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
際
し
て
、
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
は
テ
リ
ピ
ヌ
と
条
約
を
結
ん
で
い
る
。
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
は
、
こ
の
中
で
「
彼
（
テ
リ
ピ
ヌ
）

は
、
［
王
子
］
ア
［
ル
ヌ
ワ
ン
ダ
を
主
］
人
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
テ
リ
ピ
ヌ
に
兄
弟
の
ア
ル
ヌ
ワ
ン
ダ
が
皇
太
子
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
こ
と
を
認
め
さ
せ
て
い
る
。
ア
ル
ヌ
ワ
ン
ダ
を
次
の
後
継
者
に
認
め
た
こ
と
で
、
テ
リ
ピ
ヌ
と
そ
の
子
孫
は
本
国
の
王
位
継
承
権
を
失
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

以
後
彼
の
家
系
は
王
位
を
継
承
し
な
い
傍
系
と
見
な
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
が
傍
系
の
王
族
と
し
て
テ
リ
ピ

ヌ
に
辺
境
の
国
キ
ズ
ワ
ト
ナ
を
与
え
た
こ
と
、
そ
し
て
条
約
締
結
に
よ
っ
て
彼
が
本
国
の
王
位
継
承
に
対
す
る
脅
威
と
な
ら
な
い
よ
う
に
し
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
そ
の
後
、
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
は
北
シ
リ
ア
遠
征
で
ア
レ
ッ
ポ
を
征
服
す
る
と
、
今
度
は
テ
リ
ピ
ヌ
を
ア
レ
ッ
ポ
王
に
任
じ
た
。
テ
リ

ピ
ヌ
は
引
き
続
き
神
宮
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
ア
レ
ッ
ポ
王
に
は
宗
教
都
市
ア
レ
ッ
ポ
に
お
い
て
王
に
代
わ
っ
て
祭
儀
を
執
り
行
う
神
官

と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
の
ち
に
ム
ル
シ
リ
ニ
世
の
布
告
に
「
も
し
（
ア
ム
ル
で
）
訴
訟
が
あ
る
な

ら
ば
、
神
官
（
テ
リ
ピ
ヌ
）
が
そ
の
争
い
を
取
り
な
せ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ア
レ
ッ
ポ
王
に
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
属
国
と
な
っ
た
シ
リ
ア
北
部
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

国
々
で
起
こ
る
訴
訟
を
仲
裁
す
る
責
任
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
布
告
で
は
、
ア
レ
ッ
ポ
王
に
解
決
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
る
訴
訟
に
つ
い

て
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
が
処
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
と
ア
レ
ッ
ポ
王
は
シ
リ
ア
の
司
法
的
な
問
題
に
協
力
し
て
対
処
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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ア
レ
ッ
ポ
の
王
位
は
、
テ
リ
ピ
ヌ
の
家
系
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
と
な
り
、
彼
の
死
後
は
息
子
タ
ル
ミ
・
シ
ャ
ル
マ
が
ア
レ
ッ
ポ
王
と
な
つ

⑧た
。
の
ち
の
王
ム
ル
シ
リ
蝦
上
と
タ
ル
ミ
・
シ
ャ
ル
マ
の
条
約
に
も
「
ア
レ
ッ
ポ
王
タ
ル
ミ
・
シ
ャ
ル
マ
の
息
子
と
孫
が
ア
レ
ッ
ポ
の
王
権
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

保
持
す
る
よ
う
に
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
テ
リ
ピ
ヌ
家
に
よ
る
王
位
の
世
襲
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
同
条
約
の
中
に
は
「
将
来
、
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

レ
ッ
ポ
の
王
権
が
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
文
言
も
あ
り
、
ア
レ
ッ
ポ
の
王
権
が
本
国
に
劣
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

こ
の
と
き
ム
ル
シ
リ
ニ
世
は
、
改
め
て
テ
リ
ピ
ヌ
の
家
系
が
ヒ
ッ
タ
イ
ト
本
国
の
王
位
継
承
し
得
な
い
こ
と
を
宣
書
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。　

ア
レ
ッ
ポ
王
の
任
命
か
ら
十
数
年
後
、
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
は
ミ
タ
ン
ニ
の
首
都
を
攻
略
し
、
さ
ら
に
シ
リ
ア
の
小
国
を
次
々
と
属
国

に
し
て
北
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
か
ら
北
シ
リ
ア
ま
で
を
そ
の
勢
力
下
に
置
い
た
。
そ
し
て
、
服
従
し
た
属
国
に
対
し
て
常
時
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
影
響
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

を
行
使
す
る
た
め
に
、
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
は
息
子
の
ピ
ヤ
ッ
シ
リ
（
別
名
シ
ャ
ッ
リ
・
ク
シ
ュ
フ
）
を
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
に
任
命
し
た
。

こ
の
時
代
の
皇
太
子
が
ア
ル
ヌ
ワ
ン
ダ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ピ
ヤ
ッ
シ
リ
も
ま
た
本
国
で
は
王
位
継
承
の
見
込
み
の
な
い
王
子
で
あ
っ
た
。

ピ
ヤ
ッ
シ
リ
の
家
系
は
傍
系
の
氏
族
と
し
て
本
国
の
潜
在
的
な
脅
威
で
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
歴
代
の
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
は
基
本
的
に
本
国
に

協
力
的
で
あ
っ
た
。
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
は
平
時
に
は
国
境
の
防
衛
に
専
念
し
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
の
遠
征
に
は
自
国
軍
を
率
い
て
参
加
し
て
本
国

軍
の
司
令
官
と
し
て
も
指
揮
を
と
っ
た
。
ま
た
軍
事
的
な
役
割
以
外
に
も
、
ウ
ガ
リ
ト
や
ア
ム
ル
と
い
っ
た
シ
リ
ア
の
属
国
に
対
し
て
は
ヒ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

タ
イ
ト
王
と
連
携
し
な
が
ら
中
央
政
権
の
代
理
と
し
て
非
常
に
大
き
な
政
治
的
影
響
力
を
行
使
し
た
。
た
と
え
ば
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
ト
ゥ
ド
ゥ

ハ
リ
や
蓋
世
と
当
時
の
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
イ
ニ
・
テ
シ
ュ
ブ
は
そ
れ
ぞ
れ
布
告
を
出
し
て
ウ
ガ
リ
ト
王
ア
ミ
ス
タ
ム
ル
ニ
世
と
そ
の
妻
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ア
ム
ル
王
ベ
ン
チ
シ
ナ
の
娘
と
の
離
婚
調
停
を
行
っ
て
い
る
。

　
ム
ル
シ
リ
憂
世
と
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
ピ
ヤ
ッ
シ
リ
と
の
条
約
は
、
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
の
王
位
継
承
の
方
法
を
規
定
し
て
い
る
。
ム
ル
シ
リ
ニ

世
は
「
ピ
ヤ
ッ
シ
リ
の
息
子
と
孫
あ
る
い
は
ピ
ヤ
ッ
シ
リ
の
子
孫
が
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
の
王
座
に
登
る
べ
し
」
と
し
て
、
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
の
王
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
ピ
ヤ
ッ
シ
リ
の
家
系
に
世
襲
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
実
際
に
、
ピ
ヤ
ッ
シ
リ
の
没
後
、
彼
の
息
子
サ
フ
ル
ヌ
ワ
、
サ
フ
ル
ヌ
ワ
の
息
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子
イ
ニ
・
テ
シ
ュ
ブ
、
そ
し
て
イ
ニ
・
テ
シ
ュ
ブ
の
息
子
タ
ル
ミ
・
テ
シ
ュ
ブ
に
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
位
は
継
承
さ
れ
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
滅
亡
後
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

時
代
に
お
い
て
も
こ
の
王
統
は
続
い
た
。
こ
の
条
約
で
注
目
す
べ
き
は
「
余
（
ム
ル
シ
リ
ニ
世
）
の
皇
太
子
は
誰
で
あ
れ
、
［
皇
太
子
］
の
み
が

カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
国
王
［
よ
り
偉
大
で
］
あ
る
べ
し
」
と
い
う
文
奮
で
あ
り
、
こ
こ
で
ム
ル
シ
リ
高
命
は
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
に
自
分
と
皇
太
子
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

次
ぐ
高
い
地
位
を
認
め
て
い
る
。
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
は
帝
国
全
体
に
お
い
て
は
第
三
の
有
力
者
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
積
極
的
に
征
服
活
動
を
続
け
、
シ
リ
ア
ま
で
勢
力
を
延
ば
し
た
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
が
亡
く
な
る
と
、
長
男
ア
ル
ヌ
ワ
ン
ダ
ニ
世
が
即

位
し
た
が
、
彼
は
す
ぐ
に
病
に
倒
れ
、
短
い
治
世
で
生
涯
を
終
え
た
。
そ
の
次
に
王
位
を
継
い
だ
の
が
ム
ル
シ
リ
宿
世
で
あ
る
。
彼
は
シ
ュ
ッ

ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
の
宋
子
で
あ
り
、
ア
レ
ッ
ポ
王
テ
リ
ピ
ヌ
や
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
ピ
ヤ
ッ
シ
リ
の
弟
に
あ
た
る
た
め
、
兄
や
兄
の
息
子
を
そ
れ

ま
で
以
上
に
懐
柔
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に
ム
ル
シ
リ
ニ
世
は
、
テ
リ
ピ
ヌ
の
後
継
者
タ
ル
ミ
・
シ
ャ
ル
マ
と

条
約
を
結
び
ア
レ
ッ
ポ
王
位
の
世
襲
を
認
め
、
ま
た
ピ
ヤ
ッ
シ
リ
の
条
約
の
中
で
は
王
位
の
世
襲
と
共
に
王
と
皇
太
子
に
次
ぐ
地
位
を
許
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ム
ル
シ
リ
ニ
世
が
ア
レ
ッ
ポ
王
と
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
に
よ
り
大
き
な
権
限
を
与
え
る
こ
と
で
懐
柔
す
る
と
同
時
に
、
彼

ら
の
家
系
が
本
国
の
王
位
を
継
承
し
え
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
ょ
う
と
し
た
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。

　
ム
ル
シ
リ
中
世
と
そ
の
息
子
で
後
継
者
の
ム
ワ
タ
リ
ニ
世
の
治
世
は
、
対
外
的
に
は
、
同
じ
く
シ
リ
ア
を
勢
力
下
に
収
め
よ
う
と
し
て
い
た

エ
ジ
プ
ト
と
の
対
立
が
顕
在
化
し
た
時
代
で
あ
る
。
ム
ワ
タ
リ
ニ
世
は
、
カ
デ
シ
ュ
の
戦
い
と
し
て
有
名
な
エ
ジ
プ
ト
と
の
直
接
対
決
を
準
備

す
る
た
め
に
、
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
ャ
か
ら
ア
ナ
ト
リ
ア
南
部
の
都
市
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
に
遷
都
し
た
。
そ
の
際
ム
ワ
タ
リ
ニ
世
は
、
黒
海
沿
岸
に

拠
点
を
お
く
部
族
カ
シ
ュ
カ
の
略
奪
か
ら
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
ャ
を
防
衛
す
る
目
的
で
、
兄
弟
の
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
を
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
ャ
の
北
東
の
都
市
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ク
ピ
シ
ュ
の
王
に
任
命
し
た
。
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
は
、
バ
ク
ピ
シ
ュ
で
の
防
衛
戦
線
を
指
揮
す
る
だ
け
で
な
く
、
ア
ナ
ト
リ
ア
北
部
の
ネ
リ
ク
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

占
領
し
た
後
は
同
地
の
神
官
と
な
っ
て
い
る
。
現
存
し
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
任
命
に
あ
た
っ
て
は
ム
ワ
タ
リ
ニ
世
と
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
と
の

間
に
条
約
が
結
ば
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
ム
ワ
タ
リ
草
平
が
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
家
に
よ
る
バ
ク
ピ
シ
ュ
王
位
の
世
襲
を
認
め
た
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
事
実
上
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世
は
息
子
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
ヤ
に
こ
の
地
位
を
継
承
し
て
い
る
。
彼
は
父
親
を
継
い
で
王
と
な
っ
た
ム
ワ
タ
リ
ニ
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世
の
息
子
ウ
ル
ヒ
・
テ
シ
ュ
ブ
を
ク
ー
デ
タ
に
よ
っ
て
退
位
さ
せ
、
自
ら
が
王
と
な
っ
た
と
き
、
息
子
の
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
ヤ
を
バ
ク
ピ
シ
ュ
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
ネ
リ
ク
神
官
に
就
任
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世
は
、
ク
ー
デ
タ
の
後
、
再
び
首
都
に
戻
さ
れ
て
い
た
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
ャ
の
王
座
に
就
い
た
。
こ
の
と
き
彼
は
、
ム
ワ
タ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

二
世
の
息
子
ク
ル
ン
タ
を
、
そ
れ
ま
で
都
が
置
か
れ
て
い
た
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
の
王
に
任
命
し
た
。
の
ち
に
、
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世
を
継
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

だ
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
四
世
も
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
王
ク
ル
ン
タ
と
条
約
を
結
ん
で
い
る
。
こ
れ
と
よ
く
似
た
条
約
に
同
じ
く
ム
ワ
タ
リ
挙
世
の

息
子
で
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
王
ウ
ル
ミ
・
テ
シ
ュ
ブ
の
条
約
が
あ
る
が
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
の
名
前
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
よ
る
も
の
か
、
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
早
世
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
年
代
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
い
ず
れ
せ
よ
、
こ
の
二
つ
の
条
約
が
、
ハ
ッ

ト
ゥ
シ
リ
三
世
が
新
し
い
王
統
を
打
ち
立
て
た
た
め
に
王
位
継
承
の
可
能
性
を
失
っ
た
ム
ワ
タ
リ
此
世
の
息
子
と
結
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

に
は
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
条
約
か
ら
は
、
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
王
が
現
地
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
た
か
ま
で
は
わ
か
ら
な
い

が
、
王
位
の
継
承
と
地
位
に
つ
い
て
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
四
世
と
ク
ル
ン
タ
の
条
約
に
は
「
あ
な
た
（
ク
ル
ン
タ
）
の

子
孫
だ
け
が
、
余
（
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
隔
世
）
が
あ
な
た
に
与
え
た
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
国
を
保
持
す
る
べ
し
」
と
あ
り
、
ク
ル
ン
タ
の
家
系
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
の
王
位
が
世
襲
さ
れ
る
の
を
認
め
て
い
る
。
同
様
に
、
ウ
ル
ミ
・
テ
シ
ュ
ブ
条
約
に
も
「
の
ち
に
、
あ
な
た
（
ウ
ル
ミ
・

テ
シ
ュ
ブ
）
の
息
子
と
あ
な
た
の
孫
が
、
私
（
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
）
が
［
あ
な
た
に
］
与
え
た
［
国
を
］
保
持
す
る
。
そ
れ
は
彼
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ

て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
箇
所
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ど
ち
ら
の
条
約
も
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
王
位
の
世
襲
を
認
め
て
お
り
、
タ
ル
フ
ン
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ッ
シ
ャ
が
ム
ワ
タ
リ
ニ
世
の
息
子
の
家
系
に
継
承
さ
れ
る
べ
き
国
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ク
ル
ン
タ
の
条
約
と
ウ
ル
ミ
・

テ
シ
ュ
ブ
の
条
約
は
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
王
の
地
位
に
つ
い
て
も
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
を
引
き
合
い
に
出
し
て
規
定
し
て
い
る
。
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「
偉
大
な
る
王
権
に
つ
い
て
は
、
（
ク
ル
ン
タ
と
の
条
約
は
）
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
の
条
約
（
と
同
様
）
で
あ
る
よ
う
に
。
皇
太
子
の
み
が
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ

ャ
王
よ
り
偉
大
で
あ
る
よ
う
に
。
そ
の
他
の
誰
も
彼
よ
り
偉
大
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
に
認
め
ら
れ
る
祭
典
は
、
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

王
に
も
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

「
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
に
認
め
ら
れ
て
い
る
王
の
条
約
は

［
何
で
あ
れ
］
、
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
王
に
も
認
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
⑳

直
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
］
。
」
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こ
れ
ら
の
記
述
は
、
タ
ル
フ
ッ
タ
ッ
シ
ャ
王
が
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
と
同
等
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ハ
ッ
ト
ゥ

シ
リ
三
世
と
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
四
世
に
と
っ
て
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
王
が
非
常
に
脅
威
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ハ
ッ
ト
ゥ

シ
リ
三
世
が
ク
ー
デ
タ
で
王
位
に
就
い
た
た
め
に
、
元
々
王
位
継
承
家
系
に
あ
っ
た
ム
ワ
タ
リ
ニ
世
の
息
子
は
最
大
限
に
懐
柔
す
べ
き
王
族
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
の
ち
に
ク
ル
ン
タ
が
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
四
世
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
し
て
一
時
的
に
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
ャ
の
王
位
に
就
い
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

い
う
説
も
あ
り
、
そ
の
脅
威
は
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
四
世
が
治
世
後
半
に
都
を
再
建
し
た
と

　
　
　
　
　
⑲

見
ら
れ
る
こ
と
や
彼
の
息
子
ア
ル
ヌ
ワ
ン
ダ
三
世
と
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
ニ
世
が
の
ち
に
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ク
ル
ン

タ
が
王
位
を
纂
奪
し
た
と
し
て
も
そ
の
在
位
期
間
は
非
常
に
短
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
央
に
脅
威
と
な
り
う
る
傍
系
の

王
族
と
し
て
ム
ワ
タ
リ
ニ
世
の
息
子
た
ち
は
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
を
与
え
ら
れ
、
条
約
を
結
ん
で
王
位
世
襲
と
帝
国
内
で
第
三
位
の
地
位
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
ら
れ
つ
つ
、
少
な
く
と
も
そ
の
締
結
時
に
お
い
て
は
本
国
の
王
に
対
し
て
忠
誠
を
誓
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
ト
ゥ
マ
ン
ナ
王
に
つ
い
て
取
上
げ
る
。
ト
ゥ
マ
ン
ナ
王
に
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
の
治
世
に
よ
っ
て
支
配
す
る
王
族
が
異
な
る
。
シ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
た
ト
ゥ
マ
ン
ナ
は
、
初
め
彼
の
甥
フ
ト
ゥ
ピ
ヤ
ン
ザ
が
支
配
し
た
。
こ
の
場
合
も
、
フ
ト
ゥ
ピ
ヤ
ン

ザ
は
王
家
の
傍
系
の
氏
族
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
ト
ゥ
マ
ン
ナ
は
ム
ワ
タ
リ
乱
世
の
治
世
に
バ
ク
ピ
シ
ュ
の
一
部
と
さ
れ
、
自
動
的
に
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ク
ピ
シ
ュ
横
議
ッ
ト
ゥ
シ
リ
の
支
配
下
に
入
っ
た
。
さ
ら
に
、
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世
の
治
盤
後
半
か
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
四
世
の
治
世
に
は
、
薪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
く
別
の
王
族
が
ト
ゥ
マ
ン
ナ
王
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ト
ゥ
マ
ン
ナ
の
王
位
は
一
つ
の
家
系
に
世
襲
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
が
、
そ
の
王
に
は
お
そ
ら
く
常
に
傍
系
の
王
族
が
任
命
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
任
命
時
に
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
と
の
問
に
条
約
が
結
ば
れ
た
だ
ろ

う
。
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二
　
副
王
の
特
質

22　（512）

　
ア
レ
ッ
ポ
王
と
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
、
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
王
に
は
、
い
ず
れ
も
本
国
の
王
位
継
承
の
可
能
性
を
失
っ
た
王
子
た
ち
が
任
命
さ

れ
、
彼
ら
は
王
と
の
間
に
条
約
を
締
結
し
て
い
る
。
彼
ら
は
傍
系
氏
族
と
し
て
周
辺
国
を
与
え
ら
れ
懐
柔
さ
れ
た
上
に
、
基
本
的
に
本
国
の
介

入
を
受
け
ず
に
王
位
を
継
承
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
点
で
、
か
な
り
自
立
し
て
い
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
と
タ
ル
フ

ン
タ
ッ
シ
ャ
王
に
つ
い
て
は
、
王
と
皇
太
子
に
次
ぐ
帝
国
全
体
で
第
三
位
と
い
う
特
別
に
高
い
地
位
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
領
土
の
割
譲
の
み

な
ら
ず
、
そ
の
特
権
的
な
地
位
を
世
襲
す
る
こ
と
が
条
約
に
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
ら
が
傍
系
氏
族
の
中
で
最
も
高
位
で
あ
る
、
あ
る

い
は
本
国
政
権
に
と
っ
て
最
も
脅
威
と
な
り
う
る
王
族
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
た
だ
し
、
王
は
彼
ら
に
大
き
な
権
限
を
与
え
、
本
国
か

ら
完
全
に
自
立
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
い
。
王
は
彼
ら
と
条
約
を
結
ん
で
そ
の
支
配
地
域
で
多
か
れ
少
な
か
れ
王
の
代
理
と
し
て
の
軍
事
的
政
治

的
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
一
方
、
傍
系
の
一
族
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
、
中
央
政
府
へ
の
忠
誠
を
公
的
に
認
め
さ
せ
た
の

　
　
⑭

で
あ
る
。

　
そ
れ
以
外
の
副
王
た
ち
に
つ
い
て
は
、
バ
ク
ピ
シ
ュ
王
は
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世
が
ク
ー
デ
タ
を
起
こ
し
た
こ
と
で
本
来
の
任
命
目
的
は
変
わ

っ
て
し
ま
っ
た
が
、
ム
ワ
タ
リ
ニ
世
は
基
本
的
に
上
の
三
国
と
同
様
の
地
位
を
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
に
許
し
た
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
ム
ワ
タ
リ
三
世
は
、

王
位
を
継
承
し
え
な
い
王
子
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
に
バ
ク
ピ
シ
ュ
を
与
え
、
お
そ
ら
く
条
約
を
作
成
し
て
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
に
住
む
自
分
に
代
わ

っ
て
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
ャ
の
防
衛
に
当
た
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
キ
ズ
ワ
ト
ナ
神
官
職
も
王
位
継
承
権
を
尖
っ
た
テ
リ
ピ
ヌ
に
与
え
ら
れ
て
い

る
。
少
な
く
と
も
任
命
当
初
に
は
、
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
に
は
神
官
職
と
キ
ズ
ワ
ト
ナ
の
国
自
体
を
テ
リ
ピ
ヌ
の
家
系
に
贈
与
す
る
意
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ト
ゥ
マ
ン
ナ
王
は
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
の
治
世
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
任
命
時
に
は
傍
系
の
王

族
に
国
を
割
譲
し
、
王
へ
の
忠
誠
と
そ
の
代
理
と
し
て
果
た
す
べ
き
義
務
を
記
し
た
条
約
が
作
成
さ
れ
た
だ
ろ
う
。

　
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
副
王
は
、
王
の
代
理
と
し
て
辺
境
支
配
を
委
任
さ
れ
た
王
位
継
承
の
見
込
み
の
な
い
王
の
息
子
・
兄
弟
・
従
兄
弟
と
い
っ
た



帝国時代におけるヒッタイトの支記体制（山本）

　　　　　　　表1　帝国時代のヒッタイト王と副王・属王・大王との関係

ヒッタイト三E 副王の任命と継承 属王との姻戚関係 大王との条約・姻戚関係

シュッピルリウマー

｢（前134杢1322年頃）

・キズワトナ神官に息子

eリピヌを任命

Eアレッポ王にテリピヌ

�C命
Eカルケミシュ王に息子

sヤッシリを任命

Eトウマンナ王に甥フト

Dピヤンザを任命

・ミタンニ王シャッテ

Bワザが娘と結婚

Eミラ三Eマスフイルワ

ｪ娘ムワツティと結

･・ハヤサのフッカナが

o妹と結婚

・バビロニア王ブルナ・

uリアシュニ世の娘タ

純iンナと結婚

Eエジプトのアンケセ
iーメンが患子との結

･を申し入れる

アルヌワンダ近世

i前1322－1321年頃）

酎ｧ子］

ムルシリニ世

i前1321－1295年頃）

ｵ弟］

・タルミ・シャルマがア

激bポ王に就任

Eサフルヌワがカルケミ

Vュ王に就任

ムワタリニ世

i前1295－1272年頃）

ﾄ息子］

・兄弟ハットゥシリをバ

Nピシュ王に任命→ト

Dマンナがその領土に

ﾜまれる

・セハ河王マストゥリ

ｪ姉妹と結婚

ウルヒ・テシュブ

i前1272－1267年頃）

酎ｧ子］

ハットゥシリ三世

i前1267－1237年頃）

m叔父］

・タルフンタッシャ王に

刄Nルンタを任命

Eバクピシュ王に息子ト

Dドゥハリヤを任命

Eイニ・テシュブがカル

Pミシュ王に就任

・アムル王ベンチシナ

ﾆ娘ガッスリヤウィ

рｪ結婚

E息子ネリッカイリが

xンチシナの娘と結

･

・バビロニア王カダシュ

}ン・トゥルグと条約

�求

Eバビロニア王憩が娘と

牛･
Eエジプトのラムセスニ

｢と条約締結

Eラムセス隔世が娘と結

･
トゥドゥハリや慨世

i前1237－1209年頃）

m息子］

・タルフンタッシャ王に

]兄弟のウルミ・テシ
?ブを任命（？）⑰

Eトゥマンナ王に王族を

C命

・アムル王シャウシュ

Kムワが姉妹と結婚

・バビロニア王女との結

･・エジプトのラムセスニ

｢が姉妹と結婚

アルヌワンダ三世

i前1209－1207年頃）

m息子3

シュッピルリウマ阿

｢（前1207一）

m兄剃

・タルミ・テシュブがカ

泣Pミシュ王に就任

・ウガリト王アムラピ

ｪ娘エフリ・ニッカ

汲ﾆ結婚
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高
位
の
王
族
で
あ
っ
た
。
ま
た
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
と
す
べ
て
の
鶴
崎
と
の
条
約
が
現
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
副
王
の
任
命
と
継
承
、
そ

（514）

の
他
の
地
位
は
条
約
に
規
定
さ
れ
、
誓
約
を
通
し
て
続
落
た
ち
は
王
と
個
人
的
か
つ
公
的
な
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
4

よ
う
に
、
副
王
制
は
、
第
一
章
と
第
二
章
で
説
明
し
て
き
た
二
種
類
の
支
配
方
法
に
従
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
中
王
国
時
代
に
お
け
る
カ
ン
ト
ゥ
ッ
ジ
リ
の
キ
ズ
ワ
ト
ナ
神
官
へ
の
任
命
か
ら

　
シ
ユ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
　
世
に
よ
る
テ
リ
ピ
ヌ
の
任
命
ま
で
の
問
、
こ
の
神
官
職
が

　
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

②
「
私
、
［
大
王
］
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
［
と
大
女
王
ヒ
ン
テ
ィ
ス
］
、
皇
太
子
ア

　
ル
ヌ
ワ
ン
ダ
、
［
親
衛
隊
長
］
ジ
ッ
ダ
は
、
神
官
テ
リ
ピ
ヌ
に
対
し
て
、
ま
た
、

　
同
様
に
［
彼
の
息
子
と
彼
の
孫
に
］
以
下
の
よ
う
な
条
約
を
［
結
ん
だ
］
。
」

　
（
円
q
¢
口
H
O
■
卜
∂
O
　
H
　
①
一
ゆ
．
）

③
菌
q
b
d
蜀
卜
。
㎝
H
に
山
P

④
し
u
蔓
。
Φ
は
、
こ
の
と
き
テ
リ
ピ
ヌ
と
そ
の
子
孫
は
本
国
の
王
位
継
承
権
を
失
っ

　
た
と
す
る
門
日
沁
．
b
ご
蔓
。
や
．
、
↓
冨
幻
。
δ
o
団
日
①
言
ぎ
郵
芸
①
牢
当
付
．
ぎ
跨
Φ

　
窪
鼠
3
囚
ぎ
ゆ
Q
8
筥
．
、
．
頃
鳴
導
ミ
ミ
”
＝
噂
6
8
．
b
b
■
α
山
⑳
］
。

⑤
「
彼
（
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
）
は
、
ア
レ
ッ
ポ
国
で
テ
リ
ピ
ヌ
を
王
に
し

　
た
。
」
（
M
（
d
し
u
一
〇
．
㊤
　
H
　
一
思
1
一
㊤
）
．

⑥
囲
し
ロ
。
堕
ω
日
卜
。
￥
ω
ω
．
こ
の
布
告
は
テ
リ
ピ
ヌ
が
神
官
と
呼
ば
れ
て
い
た
証
拠

　
の
一
つ
で
も
あ
る
。

⑦
§
8
巳
刈
b
。
．

⑧
「
私
（
ム
ル
シ
リ
ニ
世
）
は
、
テ
リ
ピ
ヌ
の
息
子
タ
ル
ミ
・
シ
ャ
ル
マ
を
ア
レ

　
ッ
ポ
國
の
王
に
し
た
。
」
（
H
（
H
W
O
蒔
．
蒔
　
H
一
同
　
｝
嫡
1
一
〇
■
）

⑨
臣
。
♂
話
≦
翫
∴
①
．
た
だ
し
、
そ
の
後
タ
ル
ミ
・
テ
シ
ュ
ブ
の
家
系
に
ア
レ

　
ッ
ポ
の
王
位
が
継
承
さ
れ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。

⑩
囚
じ
口
o
H
6
お
乱
轡

⑪
「
彼
（
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
）
は
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
国
で
は
ピ
ヤ
ッ
シ
リ
を

　
王
に
し
た
。
」
（
猟
d
し
d
一
ρ
ゆ
H
嵩
山
㊤
．
）

⑫
　
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
の
創
設
以
降
は
、
ア
レ
ッ
ポ
王
の
北
シ
リ
ア
に
お
け
る
権
力
は

　
大
き
く
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
冨
。
ロ
≦
β
貯

　
8
旨
0
讐
ρ
．
百
冨
震
肖
簿
Φ
d
ω
お
Φ
o
h
窪
①
O
§
8
営
ω
鼠
．
O
冨
讐
図
ぼ
磯
ω
『
督
．
．

　
窪
Φ
竃
9
煽
巴
O
霞
壁
3
Φ
o
団
幻
。
く
巴
ω
g
8
ω
ω
δ
戸
窪
Φ
℃
巽
ω
8
巴
ご
ロ
ω
妻
興
く
ぎ
鐙

　
ド
選
鉱
蔓
。
臨
普
①
＜
器
ω
繊
8
霞
ω
い
o
a
碧
q
夢
①
．
O
冨
ぎ
o
h
O
o
ヨ
ヨ
碧
鳥
．
β

　
＜
器
。
。
臥
↓
冨
9
Φ
ω
ぎ
ヨ
夢
Φ
一
ω
筈
O
窪
言
蔓
じ
口
φ
¢
．
、
b
題
臆
ミ
鷲
肉
さ
恥
恥
§

　
蹴
ミ
壽
蹄
凡
ミ
郎
N
§
鴨
O
識
ミ
馬
斗
し
◎
職
、
奏
窪
ぜ
ミ
審
魯
謁
ミ
蒔
篤
§
噂
映
ミ
、
ミ

　
ミ
軋
Q
＄
職
鉢
審
ミ
斜
』
・
口
鋤
N
窪
し
u
o
ω
’
〉
■
N
α
q
o
伸
盛
Ω
ρ
≦
一
ド
冨
［
の
色
．

　
≦
δ
ω
ぴ
巴
9
b
8
メ
薯
』
O
色
。

⑬
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
四
世
は
、
主
に
財
産
分
与
と
ウ
ガ
リ
ト
王
位
の
継
承
に
つ
い

　
て
決
定
を
下
し
［
§
8
U
b
』
○
。
O
山
○
。
一
］
、
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
イ
ニ
・
テ
シ
ュ
ブ

　
は
離
婚
し
た
妻
の
ウ
ガ
リ
ト
に
お
け
る
財
産
没
収
に
つ
い
て
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
四

　
世
の
決
定
を
再
確
認
し
て
い
る
［
§
8
P
一
。
。
N
］
。

⑭
囚
b
口
。
H
．
卜
。
。
。
o
σ
識
？
冨

⑮
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
の
系
譜
は
ウ
ガ
リ
ト
文
書
に
押
印
さ
れ
た
印
影
か
ら
明
ら
か

　
に
な
っ
て
い
る
田
’
囚
δ
ロ
α
q
卑
O
恥
魯
ミ
審
鷺
夢
試
§
吻
§
軸
誉
ミ
§
窮
ミ
嚇
織
黛

　
N
へ
．
N
ぼ
亀
㌧
一
〉
σ
登
識
§
℃
し
d
①
民
貯
■
お
①
9
0
P
G
町
￥
δ
昌
。
ま
た
、
ヒ
ッ
タ

　
イ
ト
滅
亡
後
の
時
代
に
お
け
る
イ
ニ
・
テ
シ
ュ
ブ
の
患
子
ク
ジ
・
テ
シ
ュ
ブ
に
始

　
ま
る
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
の
王
統
に
つ
い
て
は
旨
U
．
寓
四
≦
匹
諺
．
、
．
囚
ロ
N
簿
盆
昏
磐
α

　
夢
①
、
．
の
器
再
閑
ヨ
臓
ω
．
．
o
h
囚
舞
搾
馨
鋳
．
．
出
ミ
ミ
§
⑦
ミ
ミ
塁
ω
○
。
し
ゅ
c
Q
O
。
’
O
や
O
甲

　
一
〇
⑳
を
参
照
の
こ
と
。
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⑯
囚
じ
σ
9
卜
。
。
。
o
牙
浦
山
P

⑰
「
［
私
（
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
）
は
］
（
敵
の
）
指
導
者
た
ち
を
［
捕
え
U
、
彼
ら
を
我

　
が
兄
弟
（
ム
ワ
タ
リ
訳
出
）
に
渡
川
し
た
］
。
」
（
困
じ
d
o
＝
H
H
卜
⊃
○
。
幽
Φ
■
）
「
彼
（
ム

　
ワ
タ
リ
遊
漁
）
は
私
（
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
）
を
ハ
ク
ピ
シ
ュ
の
王
に
し
た
」

　
（
囚
d
し
d
一
義
目
①
P
）

⑬
「
私
（
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
）
は
ネ
リ
ク
の
町
の
テ
シ
ュ
ブ
神
［
の
神
官
で
あ
っ
た
ご

　
（
駅
O
ゆ
一
．
H
H
口
①
ρ
）

⑲
甥
回
ヨ
g
類
芦
二
∪
冨
9
鴇
三
ω
巴
8
9
ω
類
①
け
げ
三
ω
。
げ
窪
ω
け
趣
け
①
ω
、
．
．

　
O
霧
ら
曽
蹄
、
N
鷺
織
禽
》
ミ
｝
勘
帖
笥
隷
ミ
鴨
沁
竃
亀
ミ
勲
調
．
囚
δ
冨
ひ
q
皿
［
Φ
9
凹
い
Φ
雀
①
戸
6
Φ
Φ
’
”
．

　
ω
刈
b
⊃
．

⑳
ウ
ル
ビ
・
テ
シ
ュ
ブ
の
治
世
に
首
都
は
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
か
ら
ハ
ッ
ト
ゥ
シ

　
ャ
へ
再
び
遷
都
さ
れ
た
。
↓
．
幻
．
し
口
篭
o
ρ
竈
Q
映
讐
餐
。
ミ
ミ
導
鴨
ミ
ミ
鷺
勲

　
乞
①
≦
く
。
「
搾
邸
O
O
㎝
・
O
噛
・
卜
。
α
ω
1
卜
。
㎝
9

⑳
　
「
私
（
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世
）
は
私
の
［
甥
］
ク
ル
ン
タ
を
取
り
上
げ
、
彼
を

　
我
が
兄
弟
ム
ワ
タ
リ
が
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
の
町
に
建
て
た
そ
の
［
地
の
王
扁
権

　
に
就
け
た
。
扁
（
円
d
o
σ
一
．
一
H
＜
①
b
Ω
よ
↑
）

⑫
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
四
目
と
ク
ル
ン
タ
と
の
条
約
に
つ
い
て
は
、
　
即
0
9
Φ
戸

　
b
に
切
き
鳶
鴨
§
N
§
畠
切
§
簿
魯
窃
誌
O
↓
じ
d
①
旨
①
h
畠
）
．
≦
δ
ω
び
p
。
自
O
ρ
お
Q
o
O
Q
を

　
参
照
の
こ
と
。

⑬
　
ウ
ル
ミ
・
テ
シ
ュ
ブ
の
条
約
に
つ
い
て
は
、
り
轡
塑
く
磐
α
Φ
づ
頃
。
耳
■
b
ミ

　
q
ミ
ミ
§
も
‘
慈
§
謹
（
⑦
酷
0
8
ω
Q
。
）
’
≦
6
ω
げ
巴
㊦
登
6
Φ
㎝
を
参
照
の
こ
と
。
　
こ

　
の
条
約
の
年
代
比
定
に
つ
い
て
は
、
○
．
菊
．
Ω
⊆
導
①
ざ
．
、
↓
げ
Φ
日
＄
無
《
叢
警

　
q
一
二
や
↓
器
¢
σ
．
．
’
ム
篭
の
ひ
鼻
Q
O
．
6
Φ
ω
、
b
P
6
1
b
o
O
や
頃
．
賊
δ
ロ
m
q
9
．
．
日
9
1
7
山
壕
餌
H
＜
■

　
く
0
5
側
p
ユ
け
嘗
℃
朕
。
δ
ぴ
q
o
ヨ
Φ
等
温
N
g
Φ
ぎ
Φ
「
し
d
δ
鷺
9
⊃
℃
三
①
．
．
、
冨
。
趣
一
〇
〇
．
6
㊤
押
ロ
O
．

　
節
Q
Q
〒
鱒
9
0
卜
⊃
、
P
ω
⇔
お
コ
『
三
下
①
戸
、
．
¢
葺
Φ
誘
‘
o
げ
口
訂
騎
①
コ
N
g
厭
b
d
8
コ
N
Φ
け
目
色
g
鋤
α

　
毛
Φ
詳
Φ
同
Φ
コ
く
Φ
嵩
鼠
ぴ
Q
①
コ
日
潔
伽
Φ
居
ω
Φ
評
¢
口
山
○
吸
Φ
買
謬
ロ
「
ぎ
日
費
『
口
昌
鋤
綴
㊧
．
．
噛
Q
い
N

　
c
。
メ
お
ゆ
ト
。
顧
灼
し
。
⊂
・
b
。
が
、
ク
ル
ン
タ
と
の
条
約
に
先
行
し
て
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世
に

　
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
主
張
す
る
。
一
方
で
、
出
．
O
暮
Φ
罫
o
P
o
狩
や
β
旨

　
国
く
き
島
。
鵠
国
。
蕪
、
o
や
。
跨
、
口
。
¢
芝
ぎ
犀
8
コ
○
障
Φ
＼
．
¢
戦
筐
－
日
Φ
o
，
o
o
ロ
び
冨
く
δ
－

　
ぽ
鳥
．
．
’
b
d
門
口
ミ
ぎ
き
O
識
§
ミ
凡
砂
黛
も
P
N
ω
ω
幽
＄
は
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
四
世
に

　
よ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
Ω
¢
導
Φ
く
や
ω
母
Φ
畠
四
α
q
窪
は
、
ウ
ル
・
、
、
、

　
テ
シ
ュ
ブ
と
い
う
名
は
ク
ル
ン
タ
の
ブ
リ
語
名
で
あ
る
と
し
て
、
同
一
人
物
と
見

　
な
し
て
い
る
。

⑳
し
u
。
。
。
①
＼
卜
。
8
H
H
㊤
甲
塗

⑳
〆
じ
d
。
£
ρ

⑳
ゆ
。
。
。
①
＼
b
。
8
閏
刈
屋
。
。
。
。
■

⑳
囚
じ
σ
。
£
O
o
要
鵯
．
．

⑳
　
こ
の
説
に
つ
い
て
は
、
日
国
．
し
σ
蔓
8
、
8
．
9
け
も
P
障
甲
認
O
や
日
H
．
即
く
磐

　
儒
Φ
笥
出
○
昇
噂
、
．
N
ロ
「
の
Φ
ω
o
臣
。
耳
Φ
α
Φ
ω
甘
瓢
α
亀
Φ
毎
コ
7
①
叶
無
医
ω
o
『
①
冨
図
①
同
。
証
Φ
ω
．
．
噛

　
冨
瀞
討
起
N
図
寄
閥
繕
ミ
～
ミ
ご
“
ミ
、
ミ
い
・
き
、
お
鳶
鴇
題
鳥
射
ミ
咋
ミ
討
、
轟
に
一
乗
0
8
恥
㎝
）
．
Q

　
零
踏
ロ
鮎
B
［
①
a
．
芝
δ
ω
σ
餌
創
Φ
昌
噛
卜
o
O
O
鮒
O
P
卜
。
ミ
ー
b
o
お
、
即
○
露
Φ
登
o
P
o
陣
ρ
ロ
誤
、
勺
．

　
三
①
く
ρ
．
、
C
d
o
㈹
Q
N
評
。
、
率
出
興
言
ω
げ
ρ
乞
Φ
芝
殉
Φ
ω
三
房
o
h
終
Φ
国
×
o
鋤
く
鋤
自
o
o
ω
ぎ
昏
Φ

　
φ
唇
曾
Ω
曙
．
．
’
』
ミ
ミ
ミ
§
地
一
①
・
P
Q
。
を
参
照
の
こ
と
。

⑳
国
2
①
〈
ρ
．
、
U
δ
〉
ロ
ω
α
q
冨
9
前
章
ぎ
し
d
品
震
ま
竿
出
讐
巳
鐙
お
。
。
①
．
．
．

　
冨
§
隷
職
ミ
禮
詠
隻
ミ
、
乱
篭
恕
凡
鷺
き
6
0
Q
メ
6
0
◎
メ
℃
P
戯
O
G
◎
1
轟
O
郵

⑳
　
カ
ル
ケ
ミ
シ
ュ
王
と
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
王
の
帝
国
内
で
の
地
位
に
つ
い
て
は

　
団
。
ロ
鼠
艮
δ
づ
O
碧
ρ
8
．
9
け
も
巳
逡
山
O
刈
が
扱
っ
て
い
る
。

⑳
　
「
［
我
が
］
父
（
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
）
は
ト
ゥ
マ
ン
［
ナ
国
］
の
す
べ
て

　
を
征
服
し
た
。
彼
は
（
団
々
を
）
建
［
て
］
、
国
を
再
建
し
た
。
そ
し
て
、
再
び

　
ヒ
ッ
タ
イ
ト
国
の
一
部
に
［
し
］
た
。
」
（
b
⑭
葛
一
、
蹄
帥
瞬
卜
。
c
。
’
》
一
ω
甲
ω
㊤
）
「
我

　
が
父
（
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
）
の
兄
弟
で
親
衛
隊
長
の
［
ジ
｝
ッ
ダ
の
［
息

　
子
］
フ
ト
ゥ
ピ
［
ヤ
ン
ザ
］
が
パ
ラ
ー
国
と
ト
ゥ
マ
ン
ナ
国
を
治
め
［
た
］
。
」

　
　
（
團
（
じ
d
O
N
．
O
　
H
～
「
　
一
Q
◎
1
卜
3
0
．
）

⑳
「
私
（
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
）
は
イ
シ
ュ
ピ
ッ
タ
国
と
ミ
リ
シ
ュ
タ
国
、
ヒ
ッ
シ
ャ
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シ
ャ
ハ
パ
国
、
カ
タ
パ
国
、
ハ
ン
ハ
ナ
国
、
ダ
ラ
フ
ナ
国
、
パ
ラ
ー
国
、
ト
ゥ
マ

　
ン
ナ
国
（
5
9
）
、
ガ
ッ
シ
や
国
、
シ
ャ
ッ
パ
国
、
フ
ラ
ナ
河
国
、
戦
車
と
黄
金
の

　
戦
車
隊
を
す
べ
て
治
め
た
。
」
（
酬
（
¢
ω
一
．
一
　
H
H
　
㎝
刈
一
①
一
．
）

⑳
〉
需
鐵
器
縣
δ
窪
ぴ
Q
皿
は
、
儀
式
へ
の
関
与
の
仕
方
か
ら
、
こ
の
ト
ゥ
マ
ン
ナ

　
王
を
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
族
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
［
》
．
〉
誘
急
き
山
四
凋
δ
轟
旦

　
．
．
国
ぎ
冨
簿
鐵
ω
o
冨
肘
↓
①
蓉
9
げ
興
鼠
Φ
村
8
同
α
q
餌
巴
鑓
鳥
8
α
Φ
ω
囲
巳
8
匂
a
．
．
魍
臥
。
抽
メ

　
お
。
。
ρ
P
一
㎝
出

⑭
　
軍
事
的
役
翻
に
関
し
て
は
、
幻
・
ω
Φ
鉾
↓
ぎ
O
書
ミ
旨
§
℃
軸
黛
ミ
鴨
顛
謡
譜

　
ミ
、
貯
建
（
ぎ
慰
儀
ミ
き
ミ
譜
き
ト
⊃
O
）
噛
出
①
δ
Φ
ま
興
鎗
6
㊤
N
も
P
認
O
山
さ
⊃
刈
が
ま
と

　
め
て
い
る
。

⑮
6
．
四
切
崎
。
Φ
■
、
↓
冨
幻
。
げ
9
6
Φ
9
5
仁
’
昏
Φ
℃
『
奮
迅
5
誉
①
田
件
簿
Φ

　
田
コ
ゆ
q
α
o
琶
．
．
”
ミ
導
ミ
ミ
㌧
に
、
一
〇
8
噛
P
一
輪

⑳
　
カ
ダ
シ
ュ
マ
ン
・
ト
ゥ
ル
グ
あ
る
い
は
カ
ダ
シ
ュ
マ
ン
・
エ
ン
リ
ル
ニ
世

⑳
　
ク
ル
ン
タ
と
ウ
ル
ミ
・
テ
シ
ュ
ブ
が
別
人
物
で
、
ク
ル
ン
タ
に
よ
る
ク
ー
デ
タ

　
の
後
に
ウ
ル
ミ
・
テ
シ
ュ
ブ
が
タ
ル
フ
ン
タ
ッ
シ
ャ
王
に
任
命
さ
れ
た
と
考
え
た

　
場
合
。

26　（516）

第
四
章
　
属
国
支
配
と
大
国
と
の
外
交

　
副
腎
網
は
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
支
配
体
制
を
象
徴
す
る
制
度
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
い
つ
た
支
配
方
法
は
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
本
国
の
行
政
や
副

王
を
用
い
た
周
辺
支
配
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
勺
Φ
o
o
ぼ
。
嵩
U
畠
山
が
「
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
国
内
と
国
外
を
区
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
て
お
ら
ず
、
王
は
国
家
官
僚
も
自
分
以
外
の
す
べ
て
の
王
も
事
実
上
同
じ
レ
ベ
ル
で
扱
っ
て
い
た
」
と
説
明
す
る
よ
う
に
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王

は
属
国
を
支
配
す
る
方
法
と
し
て
も
自
身
と
対
等
な
大
王
と
の
外
交
手
段
と
し
て
も
、
こ
の
二
種
類
の
支
配
方
法
を
重
視
し
て
い
る
。

属
　
国
　
支
　
配

　
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
聖
王
は
、
従
属
を
受
け
入
れ
る
時
や
、
ど
ち
ら
か
の
支
配
者
が
交
代
し
た
際
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
と
の
間
に

条
約
を
締
結
し
、
飼
人
的
な
主
従
関
係
を
結
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
は
多
く
の
属
王
と
王
女
と
を
結
婚
さ
せ
た
（
表
一
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

分
か
っ
て
い
る
限
り
で
も
、
ミ
タ
ン
ニ
王
シ
ャ
ッ
テ
ィ
ワ
ザ
は
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
の
娘
と
結
婚
し
、
ア
ナ
ト
リ
ア
西
部
の
ミ
ラ
王
マ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ブ
イ
ル
ワ
は
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
の
娘
ム
ワ
ッ
テ
イ
と
結
婚
し
た
。
ま
た
ハ
ヤ
サ
の
部
族
の
首
長
に
過
ぎ
な
か
っ
た
フ
ッ
カ
ナ
さ
え
も
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ユ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
の
姉
妹
を
妻
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
の
治
世
以
後
に
お
い
て
も
、
セ
ハ
河
王
マ
ス
ト
ゥ
リ
は
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⑤

ム
ワ
タ
リ
鼓
弓
の
姉
妹
と
結
婚
し
て
い
る
。
北
シ
リ
ア
の
ア
ム
ル
王
家
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
家
と
の
姻
戚
関
係
が
特
に
密
接
で
、
ア
ム
ル
王
ベ
ン

チ
シ
ナ
は
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世
の
娘
ガ
ッ
ス
リ
ヤ
ウ
ィ
ヤ
と
結
婚
し
、
ベ
ン
チ
シ
ナ
の
娘
は
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世
の
息
子
ネ
リ
ッ
カ
イ
リ
と
結

婚
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ベ
ン
チ
シ
ナ
の
息
子
で
後
継
者
と
な
っ
た
シ
ャ
ウ
シ
ュ
ガ
ム
ワ
も
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世
の
娘
と
結
婚
し
て
い
る
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ベ
ン
チ
シ
ナ
の
家
系
と
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世
の
家
系
は
三
重
の
婚
姻
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
。
同
じ
く
北
シ
リ
ア
の
ウ
ガ
リ
ト
王
ア
ム
ラ
ピ
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
四
世
の
息
子
で
後
継
者
の
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
ニ
世
の
娘
エ
フ
リ
・
ニ
ッ
カ
ル
と
結
婚
し
た
。
こ
う
し
た
政
策
に
は
、
時
々

の
政
治
情
勢
や
王
の
属
国
に
対
す
る
戦
略
が
反
映
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
帝
国
時
代
を
通
じ
て
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
が
王
女
を
属
王
と
結
婚
さ
せ

る
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

　
上
に
挙
げ
た
例
か
ら
は
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
が
あ
る
国
を
属
国
に
す
る
仕
組
み
に
は
二
つ
の
段
階
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
、
ヒ
ッ
タ

イ
ト
王
は
、
従
属
を
受
け
入
れ
た
国
の
王
に
対
し
条
約
を
結
び
、
臣
下
と
な
っ
た
属
王
に
そ
の
国
の
支
配
権
を
認
め
る
。
そ
の
上
で
、
ヒ
ッ
タ

イ
ト
王
女
と
結
婚
さ
せ
る
こ
と
で
王
位
を
継
承
す
る
こ
と
の
な
い
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
家
の
傍
系
と
し
、
属
国
を
支
配
す
る
正
当
性
を
も
た
せ
た
。

こ
の
二
段
階
を
経
て
い
る
点
で
、
属
王
も
ま
た
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
支
配
の
あ
り
方
に
従
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
は
、
将
来
世
代
に
渡
っ
て
こ
の
構
造
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
。
ヒ
ッ
タ
イ
ト
か
ら
嫁
い
だ
王
女
は
仁
王
の
正
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
属
国
の
王
位
継
承
者
は
属
王
と
王
女
と
の
息
子
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
同
時
に
こ
の
息
子
は
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王

と
血
の
つ
な
が
っ
た
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
子
と
も
見
な
さ
れ
た
。
そ
う
い
っ
た
ヒ
ッ
タ
イ
ト
側
の
認
識
は
、
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
と
ミ
タ
ン
ニ

王
シ
ャ
ッ
テ
ィ
ワ
ザ
の
条
約
の
以
下
の
箇
所
か
ら
理
解
で
き
る
。

「
王
子
シ
ャ
ッ
テ
ィ
ワ
ザ
は
ミ
タ
ン
ニ
王
で
あ
れ
。
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
の
娘
は
ミ
タ
ン
ニ
の
女
王
で
あ
れ
。
あ
な
た
シ
ャ
ッ
テ
ィ
ワ
ザ
に
側
室
は
許
さ
れ
る
。

し
か
し
、
い
か
な
る
女
も
我
が
娘
よ
り
重
ん
じ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
に
は
我
が
娘
と
同
等
な
他
の
い
か
な
る
女
も
許
さ
れ
な
い
。
誰
も
彼
女
の
隣

で
同
等
の
者
と
し
て
座
っ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
は
我
が
娘
を
第
二
位
に
降
格
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
ミ
タ
ン
ニ
に
お
い
て
彼
女
は
女
王
の
権
力
を
行
使
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せ
よ
。
シ
ャ
ッ
テ
ィ
ワ
ザ
の
息
子
た
ち
と
我
が
娘
の
息
子
た
ち
、
す
な
わ
ち
彼
ら
の
息
子
た
ち
と
孫
た
ち
は
、
ミ
タ
ン
ニ
に
お
い
て
将
来
同
等
で
あ
［
れ
］
。

将
来
ミ
タ
ン
ニ
の
人
は
絶
対
に
王
子
シ
ャ
ッ
テ
ィ
ワ
ザ
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
女
薫
で
あ
る
我
が
娘
に
対
し
て
、
［
彼
の
息
子
た
ち
に
対
し
て
］
、
彼
の
孫
た

ち
に
対
し
て
反
乱
を
企
て
て
は
な
ら
な
い
。
将
来
王
子
シ
ャ
ッ
テ
ィ
ワ
ザ
は
［
我
が
息
子
た
ち
の
扁
兄
弟
で
あ
り
同
等
で
あ
れ
。
そ
し
て
王
子
シ
ャ
ツ
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ワ
ザ
の
息
子
た
ち
、
彼
の
息
子
た
ち
孫
た
ち
は
［
…
…
］
我
が
孫
た
ち
の
兄
弟
で
あ
り
同
等
で
あ
れ
。
」
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シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
は
シ
ャ
ッ
テ
ィ
ワ
ザ
の
妻
に
し
た
自
分
の
娘
を
ミ
タ
ン
ニ
の
女
王
と
し
、
彼
女
の
息
子
を
ミ
タ
ン
ニ
王
の
後
継
者

と
し
て
、
ま
た
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
子
の
一
人
と
し
て
扱
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
は
、
恒
久
的
に
属
王
を
自
国

の
支
配
下
に
置
こ
う
し
た
の
で
あ
る
。

二
　
大
王
と
の
外
交

　
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
属
国
支
配
の
根
本
理
念
は
、
大
王
と
の
外
交
政
策
に
も
共
通
し
て
い
る
。
当
時
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
と
同
様
に
複
数
の
属
国
を
従

え
、
い
か
な
る
国
に
も
従
属
し
な
い
大
国
が
存
在
し
た
。
「
大
王
」
と
い
う
称
号
を
用
い
た
大
国
の
王
た
ち
は
、
対
等
と
認
め
合
う
大
王
だ
け

に
限
定
さ
れ
た
外
交
儀
礼
を
用
い
て
直
接
的
な
衝
突
を
避
け
た
。
具
体
的
に
は
、
使
者
・
書
簡
・
贈
り
物
を
取
り
交
わ
し
、
同
盟
条
約
を
締
結

し
、
あ
る
い
は
王
室
間
で
政
略
結
婚
す
る
な
ど
の
外
交
活
動
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
大
王
た
ち
の
外
交
関
係
は
、
前
二
千
年
紀
後

半
に
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
や
エ
ジ
プ
ト
王
、
ミ
タ
ン
ニ
王
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
、
ミ
タ
ン
ニ
が
事
実
上
の
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
健
偏
国
家
に
な
っ
て
か
ら
は

ア
ッ
シ
リ
ア
王
が
申
心
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
に
お
け
る
外
交
で
は
、
家
族
の
結
び
つ
き
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
大
王
た
ち
は
互
い
を
対
等
な
者
と
し
て
「
兄
弟
」
と
呼

び
合
い
、
ま
た
他
の
大
国
の
女
王
は
「
姉
妹
」
、
王
子
た
ち
を
「
息
子
」
と
呼
ん
だ
。
さ
ら
に
宮
廷
聞
で
の
結
婚
が
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
で
、

大
王
た
ち
の
王
室
の
擬
似
的
な
家
族
の
関
係
は
、
よ
り
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
外
交
儀
礼
は
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
が
国
際
社
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会
に
登
場
す
る
よ
り
前
か
ら
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
ヒ
ッ
タ
イ
ト
は
自
国
の
支
配
方
法
を
外
交
活
動
に
う
ま
く

適
用
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヒ
ッ
タ
イ
ト
と
関
係
を
も
つ
限
り
、
他
の
大
王
た
ち
も
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
に
よ
っ
て
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王

か
ら
そ
の
権
能
の
一
部
を
分
配
さ
れ
、
さ
ら
に
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
女
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
家
の
傍
系
氏
族
に
な
る
と
い
う
構
図
が

描
け
た
の
で
あ
る
。

　
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
は
他
の
大
王
と
同
盟
条
約
を
締
結
し
、
さ
ら
に
王
女
を
嫁
が
せ
る
、
あ
る
い
は
他
の
大
国
の
王
女
を
妻
に
迎
え
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
う
い
っ
た
関
係
性
は
エ
ジ
プ
ト
と
の
問
に
顕
著
で
あ
る
。
帝
国
時
代
よ
り
前
に
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
と
エ
ジ
プ
ト
の
フ
ァ
ラ
オ
は
い
わ

ゆ
る
「
ク
ル
シ
ュ
タ
マ
条
約
（
0
6
田
G
。
心
）
」
を
締
結
し
、
ア
ナ
ト
リ
ア
北
東
部
の
都
市
ク
ル
シ
ュ
タ
マ
の
人
々
を
エ
ジ
プ
ト
勢
力
下
の
シ
リ
ア

領
へ
輸
送
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
て
い
る
。
、
ω
ぎ
ゆ
q
①
同
に
よ
れ
ば
、
こ
の
条
約
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
に
よ
る
エ
ジ
プ
ト
へ
の
軍
事
力
提
供
を
規
定
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
い
る
こ
と
か
ら
ヒ
ッ
タ
イ
ト
と
エ
ジ
プ
ト
が
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
ク
ル
シ
ュ
タ
マ
条
約
の
年
代
比
定
に
は
議
論
が
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ω
ヨ
ひ
q
霞
は
中
王
国
時
代
の
王
ト
ゥ
ド
．
ウ
ハ
リ
や
一
世
と
ア
メ
ン
ホ
テ
プ
ニ
世
に
よ
る
条
約
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。
こ
の
条
約
に
つ
い
て
は
、

帝
国
時
代
の
文
書
で
あ
る
「
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
～
世
の
偉
業
（
b
⑦
）
」
に
も
言
及
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
帝
国
時
代
以
前
か
ら
す
で
に
ヒ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

タ
イ
ト
と
エ
ジ
プ
ト
は
条
約
を
結
び
、
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
帝
国
時
代
に
な
る
と
、
両
国
の
関
係
性
は
よ
り
緊
密
に
な
る
。
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
が
シ
リ
ア
遠
征
の
中
、
ち
ょ
う
ど
カ
ル
ケ

ミ
シ
ュ
の
征
服
を
目
前
に
し
て
い
た
頃
、
夫
で
フ
ァ
ラ
オ
の
ツ
タ
ン
カ
ー
メ
ン
を
亡
く
し
た
エ
ジ
プ
ト
の
女
王
ア
ン
ケ
セ
ナ
ー
メ
ン
の
書
簡
が

届
け
ら
れ
た
。
そ
の
内
容
は
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
に
と
っ
て
衝
撃
的
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

「
私
の
央
は
亡
く
な
っ
た
。

の
　
人
を
与
え
る
な
ら
ば
、

し
か
し
、
私
に
は
息
子
が
い
な
い
。
あ
な
た
に
は
多
く
の
息
子
が
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
も
し
あ
な
た
が
私
に
あ
な
た
の
息
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

彼
は
私
の
夫
に
な
る
だ
ろ
う
。
私
は
私
の
臣
下
を
選
ん
で
、
彼
を
わ
が
夫
と
し
な
い
。
」
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し
か
し
、
シ
ユ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
は
当
初
ア
ン
ケ
セ
ナ
ー
メ
ン
の
言
葉
を
信
じ
よ
う
と
せ
ず
、
使
者
を
派
遣
し
、
エ
ジ
プ
ト
に
王
位
を
継

承
す
る
王
子
が
本
当
に
い
な
い
か
確
認
を
取
ら
せ
た
。
ア
ン
ケ
セ
ナ
ー
メ
ン
は
こ
の
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
の
疑
心
を
諌
め
た
上
で
、
改
め

て
王
子
を
遣
す
よ
う
申
し
入
れ
た
。
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「
私
に
あ
な
た
の
息
子
の
一
人
を
与
え
て
く
だ
さ
い
。
私
に
と
っ
て
は
、
彼
は
夫
で
あ
る
が
、
エ
ジ
プ
ト
国
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
⑮

彼
は
王
と
な
る
。
」

　
こ
れ
を
受
け
て
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
は
息
子
ザ
ン
ナ
ン
ザ
を
エ
ジ
プ
ト
へ
向
か
わ
せ
た
。
し
か
し
、
ザ
ン
ナ
ン
ザ
は
道
中
で
お
そ
ら
く

エ
ジ
プ
ト
人
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
、
息
子
を
エ
ジ
プ
ト
王
に
す
る
と
い
う
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
の
計
画
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
ザ
ン
ナ
ン
ザ

が
王
位
を
継
承
す
る
予
定
の
な
い
王
子
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
エ
ジ
プ
ト
王
家
を
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
傍
系
王
族
に
位
置
づ
け

よ
う
と
す
る
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
の
戦
略
を
伝
え
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
子
と
エ
ジ
プ
ト
女
王
と
の
結
婚
が
成
立
し
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
の
治
世
以
後
は
シ
リ
ア
を
め

ぐ
る
主
権
争
い
で
ヒ
ッ
タ
イ
ト
と
エ
ジ
プ
ト
の
関
係
は
悪
化
し
、
ム
ワ
タ
リ
ニ
世
の
治
世
に
両
国
は
シ
リ
ア
の
都
市
カ
デ
シ
ュ
で
大
き
な
戦
闘

を
交
え
た
。
こ
の
戦
い
は
ほ
ぼ
引
き
分
け
に
終
わ
り
、
両
国
王
は
互
い
に
勝
利
を
主
張
し
て
対
立
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世

の
即
位
後
、
し
だ
い
に
両
国
は
態
度
を
軟
化
さ
せ
始
め
た
。
最
終
的
に
紀
元
前
一
二
五
九
年
、
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世
と
ラ
ム
セ
ス
ニ
世
は
同
盟

条
約
を
締
結
し
て
友
好
関
係
を
築
き
、
さ
ら
に
そ
の
数
年
長
に
ラ
ム
セ
ス
ニ
世
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
女
と
結
婚
し
て
い
る
。

　
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世
の
妻
プ
ド
ゥ
ヘ
パ
は
、
ラ
ム
セ
ス
ニ
世
へ
の
書
簡
の
申
で
、
条
約
締
結
と
王
室
問
結
婚
を
経
て
両
王
家
は
「
一
つ
」
に

な
っ
た
と
記
す
。
「
娘
の
頭
に
聖
油
が
注
［
が
れ
］
た
と
き
、
冥
界
の
神
々
が
司
り
、
こ
の
日
二
つ
の
大
国
は
一
つ
に
な
っ
た
。
あ
な
た
方
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

人
の
大
王
は
一
人
の
兄
弟
に
な
っ
た
。
」
フ
ァ
ラ
オ
と
条
約
を
結
ぶ
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
ヒ
ッ
タ
イ
ト
側
か
ら
す
れ
ば
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
が

イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
に
よ
っ
て
権
能
を
分
配
し
フ
ァ
ラ
オ
の
王
権
を
認
め
た
こ
と
を
意
味
し
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ラ
ム
セ
ス
ニ
世
が
ハ
ッ
ト
ゥ
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シ
リ
三
世
の
娘
と
結
婚
し
、
実
際
に
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
の
義
理
の
息
子
と
な
っ
た
こ
と
で
、
フ
ァ
ラ
オ
の
家
系
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
家
の
傍
系
氏
族

と
見
な
さ
れ
う
る
。
さ
ら
に
、
王
女
の
息
子
が
エ
ジ
プ
ト
王
位
を
継
ぐ
な
ら
ば
、
エ
ジ
プ
ト
王
家
を
将
来
的
に
も
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
族
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
プ
ド
ゥ
ヘ
パ
が
ラ
ム
セ
ス
一
一
世
に
「
［
私
は
彼
女
（
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
女
）
が
他
の
大
王
の
娘
た
ち
に
］
勝
る
こ
と
を
［
望
む
］
。
誰
も
彼

女
に
（
比
肩
で
き
る
者
を
）
見
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
室
は
王
女
が
ラ
ム
セ
ス
ニ
世
の
正
妻
と
な
る
こ
と

　
　
　
　
　
⑰

を
望
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世
と
プ
ド
ゥ
ヘ
パ
は
、
属
王
を
傍
系
の
王
族
に
す
る
の
と
同
じ
方
法
を
大
王
と
の
関
係
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

い
て
も
用
い
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
と
も
友
好
な
関
係
に
あ
っ
た
。
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
ブ
ル
ナ
・
ブ
リ
ア
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ユ
ニ
世
の
娘
タ
ワ
ナ
ン
ナ
を
妻
と
し
、
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
四
王
は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
女
と
結
婚
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
は
ヒ
ッ

タ
イ
ト
王
の
義
理
の
父
親
と
な
る
が
、
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
一
世
の
後
継
者
ア
ル
ヌ
ワ
ン
ダ
一
世
や
ム
ル
シ
リ
ニ
世
は
、
前
妻
ヘ
ン
テ
ィ
の
息

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

子
た
ち
で
あ
り
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
家
の
血
筋
が
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
の
直
系
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
方
で
、
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世

は
娘
を
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
と
結
婚
さ
せ
て
い
る
た
め
、
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
四
世
の
結
婚
時
に
は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
は
す
で
に
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
家
の
傍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

系
氏
族
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世
と
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
カ
ダ
シ
ュ
マ
ン
・
ト
ゥ
ル
グ
は
同
盟
条
約
を
締

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

結
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
も
エ
ジ
プ
ト
王
と
同
様
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
に
お
い
て
は
そ
の
支
配
原
理
に
従
っ
て

い
る
と
受
け
止
め
ら
れ
た
だ
ろ
う
。

　
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
は
、
エ
ジ
プ
ト
王
や
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
と
の
外
交
関
係
の
中
で
、
条
約
を
締
結
し
姻
戚
関
係
を
結
ん
で
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

ヒ
ッ
タ
イ
ト
が
自
国
の
支
配
方
法
を
外
交
に
お
い
て
も
適
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
他
の
大
王
に
対
し
て
条
約
を
作
成
し
た
こ
と
は
、
ヒ
ッ

タ
イ
ト
王
が
臨
ら
権
能
を
分
配
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
王
室
問
の
結
婚
は
他
の
大
王
家
を
ヒ
ッ
タ
イ
ト
傍
系
の
王
族
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
は
、
す
べ
て
の
関
係
国
が
自
身
の
勢
力
下
に
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
傍
系
王
族
に
対
す
る
土
地
の
贈
与
と
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
に
よ
る
権
能
分
配
と
い
う
一
一
つ
の
支
配
方
法
は
、
諸
大
国
と
の
外
交
に
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お
い
て
も
一
貫
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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①
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＆
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．
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落
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⑬
「
我
が
父
は
再
び
条
約
の
粘
土
板
に
問
う
た
。
か
つ
て
、
テ
シ
ュ
ブ
が
ど
の
よ

　
う
に
ハ
ッ
テ
ィ
の
息
子
で
あ
る
ク
ル
シ
ュ
タ
マ
の
人
々
を
取
っ
て
エ
ジ
プ
ト
へ
連

　
れ
て
行
き
、
彼
ら
を
エ
ジ
プ
ト
人
に
し
た
の
か
を
。
そ
し
て
、
テ
シ
ュ
ブ
が
エ
ジ

　
プ
ト
国
と
ヒ
ッ
タ
イ
ト
国
の
聞
に
ど
の
よ
う
に
［
粂
］
約
を
結
び
、
［
い
一
か
に

　
彼
ら
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
互
い
に
友
好
的
で
あ
っ
た
か
を
。
」
（
b
⑦
U
b
。
。
■
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四
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悼
Q
Q
▼
尊
弓
ぞ
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①
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O
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⑯
労
G
じ
d
ω
9
b
。
轟
＋
丙
C
し
u
器
㊤
o
ぴ
≦
N
．
－
ら

⑰
函
口
b
u
卜
。
鵠
0
0
、
鳥
．
．

⑱
ト
ゥ
ド
ゥ
ハ
リ
や
四
世
治
世
に
別
の
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
女
が
再
び
ラ
ム
セ
ス
ニ
世

　
と
結
婚
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
初
に
結
婚
し
た
こ
の
王
女
は
単
い
時
期
に
亡
く

　
な
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
彼
女
が
エ
ジ
プ
ト
の
女
王
に
な
っ
た
と
は
考
え
難
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
王
女
が
ラ
ム
セ
ス
ニ
世
と
結
婚
し
た
と
い
う
事
実
そ
れ
自
体
で
、

　
エ
ジ
プ
ト
が
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
支
配
原
理
に
従
っ
て
い
る
と
国
内
で
認
識
さ
れ
る
に

　
は
十
分
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ラ
ム
セ
ス
ニ
世
と
ハ
ッ
ト
ゥ
シ
リ
三
世
の
二
人
の
娘

　
と
の
結
婚
に
つ
い
て
は
、
↓
■
菊
．
し
d
蔓
。
Φ
’
擁
、
ミ
建
ミ
簑
ミ
㌧
肘
縣
ミ
鴨
顛
ミ
尉
勲

　
客
Φ
職
掌
。
罠
、
卜
。
O
O
窃
薯
．
＝
ω
山
日
ρ
を
参
照
の
こ
と
。

⑲
タ
ワ
ナ
ン
ナ
に
つ
い
て
は
、
坤
窯
創
．
も
“
ω
ω
’
声
N
9
を
参
照
の
こ
と
。
ト
ゥ
ド
ゥ

　
ハ
リ
や
四
竃
の
妻
と
な
っ
た
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
女
の
名
前
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、

　
そ
の
結
婚
に
つ
い
て
は
、
プ
ド
ゥ
ヘ
パ
が
ラ
ム
セ
ス
ニ
世
へ
の
書
簡
の
中
で
言
及

　
し
て
い
る
。
門
私
、
女
王
は
、
私
自
身
の
た
め
に
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
王
女
と
ア
ム
ル
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の
［
王
女
］
を
取
っ
た
。
…
（
中
略
）
…
私
は
、
こ
の
外
国
人
で
あ
る
大
王
の
娘

　
た
ち
を
義
理
の
娘
と
し
て
取
っ
た
。
（
駁
d
o
ヴ
ト
o
H
．
ω
G
。
o
σ
く
．
ミ
．
ム
O
．
．
ご

⑳
じ
d
Q
8
は
、
シ
ュ
ッ
ピ
ル
リ
ウ
マ
～
世
の
息
子
ア
ル
ヌ
ワ
ン
ダ
と
テ
リ
ピ
ヌ
、

ピ
ヤ
ッ
シ
リ
（
の
ち
の
シ
ャ
ッ
リ
・
ク
シ
ュ
フ
）
、
ザ
ン
ナ
ン
ザ
、
ム
ル
シ
リ
は

　
ヘ
ン
テ
ィ
と
の
間
の
子
で
あ
る
と
す
る
。
［
日
．
即
b
σ
蔓
o
ρ
8
．
o
搾
．
ロ
・
H
①
ρ
］

⑳
「
彼
（
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
）
は
大
王
、
強
い
王
（
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
）
の
娘
を
妻
に
取

　
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
」
（
函
¢
し
u
卜
⊃
一
．
ω
O
o
　
O
び
く
．
㎝
㎝
．
・
）

⑫
H
（
o
ご
。
ご
O
牽
H
ε
】
W
巽
b
。
o
ぴ
ダ
？
δ

お
　
わ
　
り
　
に

帝国時代におけるヒッタイトの支龍体制（山本）

　
王
族
を
申
心
と
す
る
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
国
家
構
造
は
、
古
王
国
時
代
以
来
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
王
位
継
承
者
に
な
り
得
な
か

っ
た
王
族
の
中
に
は
不
満
を
も
つ
者
が
あ
り
、
こ
の
構
造
は
常
に
王
室
内
の
権
力
争
い
を
も
た
ら
す
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
二
種
類
の
支
配
方
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
国
家
は
統
合
さ
れ
て
い
た
。

　
一
つ
の
支
配
方
法
は
、
傍
系
の
王
族
に
対
す
る
領
土
の
分
割
で
あ
る
。
古
王
国
時
代
以
来
、
傍
系
の
王
族
を
懐
柔
す
る
た
め
に
、
王
は
彼
ら

に
征
服
地
を
贈
与
す
る
慣
例
が
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
の
支
配
方
法
は
、
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
に
よ
る
王
の
権
能
の
委
譲
で
あ
る
。
王
が
王
族
に

発
行
し
た
イ
シ
ュ
ヒ
ウ
ル
文
書
に
は
、
潜
在
的
脅
威
で
あ
る
王
族
の
忠
誠
を
法
的
に
保
証
す
る
役
割
が
あ
る
。

　
帝
国
時
代
の
副
王
制
は
、
こ
の
二
つ
の
支
配
方
法
を
基
礎
に
し
て
い
る
。
辺
境
の
国
を
支
配
し
た
副
王
は
、
王
に
代
わ
っ
て
現
地
を
実
効
支

配
す
る
、
王
位
継
承
の
見
込
み
の
な
い
王
子
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
す
べ
て
皇
太
子
以
外
の
王
の
息
子
・
兄
弟
・
従
兄
弟
と
い
っ
た
高
位

の
王
族
と
そ
の
子
孫
と
し
て
国
を
分
け
与
え
ら
れ
懐
柔
さ
れ
た
一
方
、
王
は
彼
ら
と
条
約
を
締
結
し
忠
誠
を
誓
わ
せ
て
副
王
に
よ
る
支
配
が
制

限
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
を
避
け
た
。

　
こ
う
い
つ
た
方
法
は
、
よ
り
外
部
の
属
国
の
支
配
や
大
国
と
の
外
交
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
た
。
す
べ
て
の
属
王
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
と
条
約

を
結
ん
で
臣
下
と
し
て
服
従
を
誓
い
、
そ
の
多
く
が
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
女
と
結
婚
し
、
彼
ら
の
家
系
は
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
家
の
傍
系
と
な
っ
た
。
ヒ

ッ
タ
イ
ト
は
、
属
王
に
よ
る
支
配
は
そ
の
支
配
方
法
に
従
っ
て
初
め
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
構
図
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
ヒ
ッ
タ
イ

ト
王
は
エ
ジ
プ
ト
王
や
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
と
も
条
約
を
結
び
、
王
室
問
で
結
婚
を
繰
り
返
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
大
王
も
属
下
と
同
様
に
、
ヒ
ッ
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タ
イ
ト
の
支
配
原
理
に
従
っ
て
い
る
こ
と
を
表
す
。
こ
れ
ら
の
過
程
を
通
し
て
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
王
は
少
な
く
と
も
国
内
に
お
い
て
は
諸
大
国
さ

え
も
自
身
の
勢
力
下
に
入
っ
た
と
説
明
で
き
た
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
支
配
方
法
が
外
交
に
適
用
さ
れ
て
い
た
点
に
ま
で
言
及
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ

ら
な
る
考
察
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
自
国
の
支
配
方
法
が
そ
の
外
交
活
動
に
い
か
に
強
い
影
響
を
与
え
た

か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
本
研
究
を
基
に
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
王
権
観
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
よ
り
深
く
検

討
を
加
え
た
し
た
上
で
、
そ
れ
と
外
交
活
動
と
の
概
念
的
な
相
関
に
つ
い
て
実
例
を
挙
げ
な
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　　　　　　The　System　of　Hittite　Rule　in　the　lmperial　Period

Relationships　between　Viceroys，　Vassal　Kings　and　Great　Kings

by

YAMAMOTO　Haji’me

　　There　have　beeB　two　opposing　theories　concerning　the　structure　of　the

Hittite　state．　While　some　scholars　assert　that　the　s£ructure，　in　which　the

Hittite　royalty　piayed　the　central　role，　had　not　changed　much　since　the　Old

I〈ingdom　period，　others　argue　that　it　had　been　reformed　in　the　late　Middle

Kingdom　period　when　the　number　of　the　king’s　subjeets　who　did　not　have

royal　origin　was　increased　through　the　issuing　of　is”Zviiztl　texts，　or　oath　texts．

However，　as　a　number　of　texts　both　from　the　Old　Kingdom　period　and　from

the　Empire　period　show　that　members　of　the　royal　family　occupied　the　very

core　of　the　state　administration，　the　structure　itself　remained　basica｝ly

unchanged．　1　think　it　was　the　Hittite　methods　of　rule　that　had　changed　in

order　to　solve　latent　problems　in　the　state　structure．　The　structure　often

caused　strugg｝es　for　power　among　the　dlfferent　braBches　of　the　royal　family

partly　because　the　rules　of　successioR　to　the　throne　were　ambiguous，　and

thus　to　solve　this　problem　the　Hittite　kings　attempted　to　carry　out　two

methods　of　rule．

　　One　of　the　methods　was　the　granting　of　iands　to　the　members　of　the

collateral　lines　of　the　royai　family．　From　the　Old　Kingdom　period　onwards，

tke　kings　gave　Rewly　conquered　lands　or　peripheral　city　states　to　the

collateral　royal　lineages　iR　order　to．　appease　their　claims　to　the　throne．　IR

addition，　another　method　was　adopted　from　the　Middle　1〈ingdom　period

onward．　The　king　began　to　issue　is”ijiul　texts　that　created　personal　bonds

between　the　king　and　his　subjects　so　that　he　could　distribute　his　own　power

to　them．　lndeed，　the　texts　contributed　to　increasing　the　Rumber　of　new　aRd

non－royal　subjects　and　to　centralizing　power，　but　those　texts　were　not

Recessarily　used　to　exclude　the　influence　of　the　royaity　from　the　central

goverRment　because　many　is”biul　texts　were　issued　to　them　as　well．

Therefore，　it　seems　that　this　method　of　rule　did　not　change　the　state

strttcture　itsel£　The　is”Zviiul　texts　for　the　members　of　the　royal　family　played
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the　role　of　creating　legal　bonds　between　the　king　and　other　royal　family

members　and　guaranteeing　their　loyalty．

　　The　system　of　rule　by　viceroys　in　peripheral　areas　during　the　imperial

period　represents　these　two　methods　very　well．　The　viceroys　ruled　the

peripheral　lands　on　behalf　of　the　kiRg，　and　all　of　them　were　princes　of　high

rank　such　as　the　king’s　sons，　brothers　aRd　cousins　who　were　not　expected　to

inherlt　the　Hittlte　throne．　While　the　king　appeased　them　with　the　cessions　of

the　city　states，　he　issued　the　is”lviiul　texts　to　them　and　ensured　their　loyalty

in　order　that　they　would　not　pose　a　threat　to　the　central　government

　　Those　two　methods　of　rule　were　applied　both　to　the　coRtrol　of　vassal

kingdoms　where　the　local　authorities　ruled　and　to　the　diploinacy　with　Great

I〈ings　who　were　equal　to　the　Hittite　king　iR　international　status．　All　the

vassal　kings　swore　oaths　of　obedience　to　the　Hittite　king　when　they　eRtered

his　vassalage．　ln　addition，　many　of　them　married　Hittite　princesses，　and　thus

their　family　lineages　became　collateral　with　the　Hittite　royal　family．

However　the　members　of　collateral　houses　could　not　succeed　to　the　Hittite

throne．　IR　this　way，　the　Hittite　king　made　the　vassal　kings　follow　the

domestic　prjnciples　or　rule．　AccordiRg　to　these　principles，　the　collateral

members　of　the　royal　family　were　given　lands，　and　alse　they　had　to　swear　an

oath　of　loyalty　to　the　king．　The　Hlttite　kings　also　applied　those　two　methods

in　their　diplomacy．　They　concluded　treaties　with　the　Great　Kings　such　as

the　kings　of　Egypt　and　Babylonia．　The　treat圭es　were∫噸伽1　texts，　which　were

also　international　recognition　of　the　legitimacy　of　the　Hittite　throne．

Moreover，　the　Hittite　kings　often　gave　their　princesses　to　those　Great　Kings．

This　implies　that　the　approach　taken　to　Great　Kings　were　almost　the　same

as　that　applied　to　vassal　kings．　This　meaRs　that　they　were　also　regarded，　at

least　for　the　Hittites　themseives，　as　obeying　the　principles　of　Hittite　rule．

Th疑s，　the　Hittite　k量ng　could　show　h量s　peop正e　politica茎propaganda　that　all　the

kingdoms　with　whlch　he　had　relatioBships　were　conceptually　under　Hittite

control．
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